
南
宋
孝
宗
朝
の
皇
帝
側
近
官

は
じ
め
に
|
|
朱
奈
の
孝
宗
側
近
批
判
|
|

南
宋
第
二
代
孝
宗
の
治
世
期
(
在
位
一
一
六
一
一

1
一
一
八
九
、
一

一
二
七
生

1
一
一
九
四
亡
)
は
、
「
専
権
宰
相
」
と
呼
び
う
る
権
力
者

)
が
存
在
し
な
い
時
代
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
南
宋
政
治
史
に
つ

錨
い
て
は
、
ま
ず
寺
地
遵
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
寺
地
氏
は
孝

七
七
宗
朝
を
、
秦
檎
没
後
高
宗
朝
末
期
に
起
こ
る
「
宰
執
制
の
再
活
性
化
・

ぽ
実
質
化
」
と
い
う
変
化
、
す
な
わ
ち
、
一
定
期
間
内
で
の
宰
相
・
執

制
政
交
替
の
慣
習
化
、
宰
執
聞
で
の
政
策
選
択
・
決
定
の
実
行
と
い
う

岨
政
権
中
枢
の
変
化
を
継
承
す
る
時
期
と
し
て
位
置
付
け
む
。

繍
寺
地
氏
の
論
は
南
宋
政
治
史
を
考
察
す
る
上
で
甚
だ
示
唆
に
富

淳
む
。
だ
が
当
時
の
史
料
に
は
異
な
る
分
析
を
載
せ
る
も
の
も
あ
る
。
例

配
え
ば
、
朱
案
は
、
知
南
康
軍
在
職
中
の
淳
照
七
(
一
一
八

O
)
年
、
日

3

照
り
に
よ
り
進
一
一
酉
を
求
め
る
詔
に
応
じ
て
提
出
し
た
封
事
で
「
宰

8

相
・
墓
省
・
師
侍
・
賓
友
・
諌
静
の
臣
、
皆
其
の
職
に
失
し
、
陛
下

安

倍

之

直

の
奥
に
親
密
な
る
所
・
興
に
謀
議
す
る
所
の
者
は
一
二
の
近
習
の
臣

に
渇
き
ざ
る
な
り
」
(
『
朱
文
公
文
芸
巻
十
一
「
庚
子
感
詔
封
事
」
)

と
論
じ
て
宰
相
以
下
文
官
で
は
な
く
皇
帝
の
近
習
と
そ
が
実
権
を

握
っ
て
い
る
と
批
判
し
、
兵
部
郎
官
林
栗
の
「
道
学
」
批
判
を
受
け

た
同
十
五
年
に
は
、
「
往
ご
ろ
淵
・
期
・
説
・
弥
の
徒
、
勢
焔
蕪
灼
、

一
時
を
傾
動
す
る
乙
と
今
己
に
一
雪
一
一
口
う
べ
き
無
し
」
(
悶
巻
十
一
「
戊
申

封
事
」
)
と
述
べ
、
龍
大
淵
・
曾
蹴
・
張
説
・
王
件
と
い
う
皇
帝
近
臣

の
具
体
名
を
挙
げ
る
。
ま
た
『
宋
史
』
巻
四
七
O
侵
幸
伝
も
、

宋
世
中
材
之
君
、
朝
有
倭
幸
、
所
不
免
也
。
太
宗
有
明
徳
超
・

趨
賛
、
孝
宗
有
曾
親
・
龍
大
淵
、
二
君
圏
不
可
謂
非
開
明
之
主

也。

と
い
う
論
賛
を
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
孝
宗
朝
を

皇
帝
側
近
が
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
た
時
代
と
評
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
孝
宗
朝
を
、
南
宋
政
治
史
上
、
宰
執
制
再
活
性

化
の
時
期
と
す
る
寺
地
氏
の
論
は
再
考
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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本
稿
で
は
孝
宗
朝
政
治
史
を
検
討
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
朱
官
閣

の
挙
げ
た
四
人
の
皇
帝
側
近
官
、
龍
大
淵
・
曾
悶
・
張
説
・
王
芥
を

取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
孝
宗
の
潜
邸
旧
僚
曾

朗
・
龍
大
淵
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
二
に
、
張
説
・
王
芥
に
つ
い

て
、
二
人
が
就
任
す
る
枢
密
都
承
旨
の
特
に
孝
宗
朝
で
起
こ
る
変
化

と
そ
の
背
景
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る

乙
と
で
、
寺
地
氏
の
い
う
「
宰
執
制
再
活
性
化
」
と
は
異
な
る
視
点

か
ら
当
該
期
の
政
治
体
制
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、
潜
邸
旧
僚
龍
大
淵
・
曾
敵

(
一
)
潜
邸
旧
僚
の
枢
密
院
・
内
諸
司
配
置

龍
大
淵
は
、
そ
の
生
年
・
出
自
は
不
明
だ
が
、
紹
興
二
六
、
七
(
一

一
五
六
、
七
)
年
頃
に
は
既
に
孝
宗
の
知
過
を
得
て
い
た
と
推
測

さ
料
、
同
二

δ
年
に
は
、
後
に
述
べ
る
曾
期
と
共
に
建
王
府
内
知
客

に
任
じ
ら
れ
た
孝
宗
の
潜
邸
旧
僚
(
武
臣
、
以
下
「
潜
邸
旧
僚
」
は

土
大
夫
官
僚
を
除
く
。
概
ね
武
階
を
持
つ
)
で
あ
る
(
『
宋
史
』
巻
四

七
O
倭
幸
伝
)
。
孝
宗
即
位
四
日
後
の
紹
興
二
一
一
一
(
一
一
六
二
)
年
六

月
十
五
日
に
は
枢
密
副
都
承
旨
に
任
命
さ
れ
、
翌
隆
興
元
年
三
月
、
右

諌
議
大
夫
劉
度
の
批
判
に
よ
り
罷
め
る
ま
で
九
ヶ
月
弱
こ
の
ポ
ス
ト

に
い
た
(
李
心
停
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
(
以
下
『
朝
野
雑
記
」
と

記
す
)
乙
集
巻
六
「
壷
諌
給
舎
論
龍
曾
事
始
末
」
)
。
最
終
的
に
は
諌

官
の
批
判
を
受
け
て
罷
め
る
も
の
の
、
孝
宗
が
即
位
し
た
紹
興
三
二

年
六
月
か
ら
翌
隆
興
元
年
に
か
け
、
枢
密
院
内
の
部
局
責
任
者
に
皇

帝
の
潜
邸
旧
僚
が
就
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
隆
興
元
(
一
一
六
三
)
年
三
月
九
日
、
龍
大
淵
と
曾
蹴
の

二
人
に
、
知
関
門
事
兼
幹
緋
皇
城
司
を
与
え
る
旨
の
詔
が
出
さ
れ
る
。

曾
期
は
、
『
宋
史
』
巻
四
七
O
倭
幸
伝
に
拠
れ
ば
、
作
(
開
封
)
の
人

を
祖
先
と
す
る
恩
蔭
出
身
の
潜
邸
旧
僚
で
あ
っ
た
。
知
関
門
事
は
、
皇

帝
が
日
常
生
活
を
送
る
宮
城
内
に
置
か
れ
た
内
諸
司
官
署
の
中
で

「
横
行
五
司
」
と
よ
ば
れ
る
部
局
の
責
任
者
で
あ
る
。
「
横
行
五
司
」
は
、

元
々
宮
中
諸
儀
式
や
地
方
・
外
国
朝
貢
使
節
へ
の
接
待
な
ど
を
取
り

扱
う
東
・
西
閤
門
司
、
客
省
司
、
引
進
司
、
四
方
館
司
の
五
つ
か
ら

成
っ
て
い
た
が
、
南
宋
中
興
直
後
に
は
、
関
門
司
、
客
省
司
、
四
方

館
司
の
三
つ
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
関
門
司
は
、
群
臣

の
上
殿
奏
事
の
際
の
窓
口
と
し
て
、
上
殿
の
許
可
を
求
め
る
請
願
を

{9-一

受
け
付
け
る
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
責
任
者
で
あ
る
知
関
門
事
に
就

く
の
は
、(

紹
興
)
五
年
六
月
九
日
、
詔
、
(
ー
ー
中
略
|
|
)
右
武
大
夫

以
上
井
栴
知
閤
門
事
、
兼
客
省
四
方
館
事
。
若
宮
未
至
右
武
大

夫
者
、
即
稽
同
知
閤
門
事
、
同
兼
客
省
四
方
館
事
。

(
『
宋
会
要
輯
稿
』
(
以
下
『
宋
会
要
』
と
記
す
)

職
官
三
五
|
一
一
四
方
館
)

と
あ
る
よ
う
に
、
寄
禄
官
が
右
武
大
夫
(
武
階
正
六
品
)
以
上
な
ら



ば
「
知
閤
門
事
」
、
そ
れ
以
下
は
「
同
知
関
門
事
」
と
す
る
規
定
で
あ

り
、
皇
帝
側
近
で
あ
る
横
行
ク
ラ
ス
の
武
臣
官
僚
と
さ
れ
て
い
問
。

ま
た
幹
緋
皇
城
司
は
、
宮
城
各
門
の
管
理
・
宮
中
警
備
に
加
え
、
都

城
の
秘
密
瞥
察
と
し
て
の
役
割
も
持
ち
、
宮
城
・
京
城
内
の
監
察
に

従
事
す
る
親
従
官
・
親
事
官
を
配
下
と
し
て
抱
え
る
内
諸
司
官
署
、
皇

城
司
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
事
は
、
宮
城
内
の
監

察
・
群
臣
奏
事
受
付
の
責
任
者
に
潜
邸
旧
僚
を
就
げ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。

こ
の
人
事
に
対
し
て
、
当
時
の
御
史
・
諌
官
・
給
事
中
・
中
書
舎

人
(
以
下
、
台
諌
・
給
舎
と
記
す
)
は
、
ほ
ぽ
そ
ろ
っ
て
反
対
の
意

を
示
す
が
、
台
諌
・
給
舎
層
は
罷
免
あ
る
い
は
他
職
へ
異
動
さ
せ
ら

)
れ
、
最
終
的
に
五
ヵ
月
後
の
八
月
、
二
人
の
人
事
は
決
定
し
た
(
表

時
二
参
照
)
。
つ
ま
り
、
孝
宗
は
五
回
諌
・
給
舎
層
の
反
対
を
押
し
切
り
当

下
該
人
事
を
強
行
し
た
の
で
あ
ぶ
。
両
者
の
知
関
門
事
在
任
は
、
乾
道

近
三
こ
一
六
七
)
年
二
月
甲
成
、
起
居
舎
一
人
・
中
書
舎
人
人
事
を
漏

制
ら
し
た
か
ど
で
、
大
淵
が
漸
東
副
総
管
・
明
州
駐
街
、
曾
朗
闘
が
福
建

岨
副
総
管
・
福
州
駐
舗
の
形
で
簡
安
か
ら
出
さ
れ
る
ま
で
続
き
、
大
淵

耕
は
翌
四
年
六
月
任
地
で
死
亡
す
る
(
『
宋
史
』
巻
三
四
孝
宗
本
紀
二
、

《
悶
)

孝
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
六
「
孝
宗
拙
龍
曾
本
末
」
)
。

配
以
上
、
孝
宗
即
位
直
後
の
紹
興
三
十
二
年
か
ら
翌
隆
興
元
年
に
か

げ
て
、
枢
密
院
内
の
部
局
責
任
者
や
幹
緋
皇
城
司
・
知
関
門
事
と
い
っ

8

た
内
諸
司
官
に
孝
宗
の
潜
邸
旧
僚
が
就
げ
ら
れ
よ
う
と
し
、
枢
密
院

に
つ
い
て
は
諌
官
・
給
事
中
の
批
判
に
よ
り
挫
折
し
た
も
の
の
、
内

諸
司
官
に
お
い
て
は
当
時
の
台
諌
・
給
舎
の
度
重
な
る
反
対
を
押
し

切
る
形
で
実
行
さ
れ
た
乙
と
を
述
べ
て
き
た
。
旧
僚
を
枢
密
院
や
内

諸
司
に
配
し
よ
う
と
す
る
孝
宗
自
身
の
意
思
を
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

(
二
)
在
京
宮
観
就
任
後
の
曾
蹴

曾
蹴
が
、
在
京
宮
観
を
与
え
ら
れ
て
臨
安
に
戻
っ
た
の
は
、
乾
道

六
こ
一
七

O
)年
十
一
月
乙
未
の
こ
と
で
あ
っ
問
。
ヲ
」
れ
以
後
、
曾

朗
は
淳
照
七
(
一
一
八

O
)
年
に
死
亡
す
る
ま
で
、
在
京
宮
観
の
ま

ま
、
実
質
的
な
職
務
の
あ
る
差
遣
に
は
就
か
な
か
っ
た
(
表
ニ
参
照
)
。

こ
の
時
期
の
曾
閣
の
南
宋
朝
廷
内
に
置
け
る
存
在
が
如
何
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
以
下
に
、
そ
の
実
例
を
挙
げ
る
乙
と
と
す
る
。

例
え
ば
、
乾
道
八
(
一
一
七
二
)
年
に
新
任
の
諌
官
を
任
命
す
る

際
の
話
を
、
「
宋
史
』
虞
允
文
伝
は
、

上
命
選
諜
官
、
允
文
以
李
彦
頴
・
林
光
朝
・
玉
質
封
、
三
人
皆

綬
亮
、
又
以
文
翠
推
重
於
時
、
故
薦
之
、
久
不
報
。
曾
蹴
薦
一

人
、
賜
第
、
擢
諌
議
大
夫
。
允
文
・
克
家
苧
之
、
不
従
。
允
文

力
求
去
、
授
少
保
・
武
安
軍
節
度
使
・
四
川
宣
撫
使
、
進
封
薙

園

公

。

(

『

宋

史

』

巻

三

八

三

虞

允

文

伝

)

と
記
し
、
孝
宗
が
諌
官
を
任
命
す
る
に
あ
た
り
、
左
丞
相
兼
枢
密
使

の
虞
允
文
の
推
薦
を
い
れ
ず
、
曾
親
が
推
し
た
人
物
を
諌
議
大
夫
と
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し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
虞
允
文
・
梁
克
家
両
丞
相
の
反
対
を
押
し
切
っ

8

て
実
質
的
な
職
権
を
持
た
な
い
在
京
富
観
に
過
ぎ
な
い
曾
聞
の
意
見

を
優
先
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
左
丞
相
兼
枢
密
使
と

い
う
官
僚
機
構
ト
ッ
プ
の
辞
任
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

ま
た
淳
照
四
(
一
一
七
七
)
年
、
参
知
政
事
輿
茂
良
が
罷
免
さ
れ

る
が
、
そ
の
発
端
は
、
曾
親
が
望
ん
だ
、
自
身
の
子
孫
へ
の
文
資
賜

与
問
題
で
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
四
七

O
倭
幸
伝
は
、

(
淳
阻
山
)
四
年
、
期
欲
以
文
資
官
其
子
孫
、
帝
遺
中
使
至
省
中
具

使
相
奏
補
法
、
襲
茂
良
時
以
参
政
行
丞
相
事
、
遮
以
文
武
官
各

随
本
色
蔭
補
法
激
進
、
期
大
怒
。
茂
良
退
朝
、
蹴
従
騎
不
避
、
茂

良
執
市
縫
之
、
待
罪
乞
出
、
不
許
。
戸
部
員
外
郎
謝
廓
然
忽
賜

出
身
、
除
侍
御
史
。
廓
然
首
論
茂
良
、
以
資
政
殿
事
士
知
鎖
江
、

章
再
上
、
鍛
罷
、
言
之
不
己
、
疑
英
州
、
皆
問
所
使
也
。
敵
前

雄
預
事
、
未
敢
慰
、
至
是
寅
逐
大
臣
、
士
始
側
目
重
足
失
。
廓

然
既
以
撞
機
罪
茂
良
、
従
班
有
韓
彦
古
者
、
期
之
姻
、
廓
然
之

灘
、
遂
献
議
助
之
、
使
人
主
疑
大
臣
而
信
近
習
、
至
是
益
甚
。

と
記
し
、
茂
良
に
、
本
来
武
官
し
か
得
ら
れ
な
い
は
ず
の
子
孫
に
文

資
を
与
え
る
案
を
否
決
さ
れ
た
曾
競
が
、
従
騎
に
茂
良
の
退
朝
を
妨

害
さ
せ
罷
免
の
切
っ
掛
け
を
作
り
、
ま
た
茂
良
弾
劾
の
中
心
と
な
っ

た
侍
御
史
謝
廓
然
・
朝
臣
韓
彦
古
に
つ
い
て
、
廓
然
の
弾
劾
は
曾
慨

に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彦
古
は
曾
闘
の
姻
族
で
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
る
。
彦
古
は
韓
世
忠
の
子
で
、
当
時
戸
部
侍
郎
で
あ
っ
た
。
ま

た
当
時
の
茂
良
は
単
な
る
一
執
政
で
は
な
く
、
丞
相
不
在
期
に
あ
っ

て
そ
の
職
を
代
行
し
て
い
た
人
物
|
|
実
質
的
な
官
僚
機
構
の
ト

ツ
苅
ー
ー
で
あ
っ
た
。
六
部
侍
郎
を
務
め
る
官
僚
と
姻
戚
関
係
を
持

ち
、
御
史
を
使
娠
し
う
る
ほ
ど
の
隠
然
た
る
実
力
に
よ
り
官
僚
機
構

の
頂
点
に
い
る
官
僚
す
ら
も
葬
る
こ
と
の
で
き
る
皇
帝
側
近
の
姿
が

垣
間
見
え
る
。
加
え
て
淳
照
初
に
丞
相
と
な
っ
た
葉
衡
は
、
そ
の
列

伝
に
お
い
て
、
曾
期
と
の
関
係
に
よ
り
昇
進
を
果
た
し
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
(
『
宋
史
』
巻
三
八
四
葉
衡
伝
)
。

こ
の
よ
う
に
、
在
京
宮
観
就
任
後
の
曾
販
は
、
人
事
国
に
お
け
る

影
響
力
を
保
ち
続
け
た
。
そ
の
影
響
力
は
例
え
ば
、

陳
俊
卿
守
金
陵
、
過
閥
入
見
、
首
号
一
酉
曾
蹴
・
王
祢
招
権
納
賂
、
薦

進
人
才
、
皆
以
中
批
行
之
。
帝
回
、
「
現
細
差
遣
、
或
勉
循
之
。

至
於
近
上
之
除
、
此
輩
何
敢
預
。
」

(
『
宋
史
』
巻
四
七

O

倭
幸
伝
曾
蹴
)

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
宗
の
中
批
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
幅
さ

れ
、
ま
た
孝
宗
自
身
も
少
な
く
と
も
重
要
度
の
低
い
差
遣
に
関
し
て

は
曾
期
の
意
見
に
従
っ
て
い
る
と
認
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

一
方
で
曾
競
は
、
乾
道
末
に
武
泰
軍
節
度
使
、
淳
照
元
年
開
府
儀

同
三
司
、
同
六
年
少
保
と
最
高
位
の
官
階
を
授
け
ら
れ
、
淳
照
年
聞

に
二
度
、
明
堂
大
躍
の
責
任
者
・
大
龍
五
使
の
一
つ
で
あ
る
橋
道
頓

逓
使
を
務
め
て
い
る
(
『
宋
会
要
』
趨
二
七
一

1
三
大
蔵
五
使
)
。

元
来
大
槌
五
使
は
、
宋
初
に
あ
っ
て
は
、
宰
相
・
執
政
・
侍
従
ト
ッ



プ
ク
ラ
ス
の
職
事
官
も
し
く
は
六
部
尚
書
ク
ラ
ス
の
寄
禄
官
を
持
つ

文
臣
官
僚
が
執
り
行
う
役
目
と
さ
れ
て
い
た
(
李
熊
『
績
資
治
通
鐙

長
編
」
(
以
下
『
長
編
」
と
記
す
)
巻
四
/
一
八
)
。
大
雄
儀
式
が
持

つ
意
味
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
即
断
は
で
き

な
い
時
、
そ
の
出
身
に
は
不
相
応
な
官
階
を
獲
得
し
、
ま
た
国
家
祭

杷
の
面
で
も
本
来
就
け
な
い
は
ず
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
存
在
の
大
き
さ
が
官
僚
機
構
の
指
導
的
位
置
に
た
つ
官
僚
に
も

匹
敵
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
孝
宗
靭
に
あ
っ
て
は
、
皇
帝
の
潜
邸
旧
僚
が
、

三
省
以
下
の
文
官
人
事
に
す
ら
極
め
て
強
い
影
響
力
を
発
揮
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
特
に
曾
販
は
、
在
京
宮
観
と
し
て
臨
安

)
復
帰
を
果
た
し
た
後
、
官
僚
機
構
の
頂
点
に
い
る
宰
相
・
執
政
の
任

蹄
免
す
ら
も
左
右
し
て
い
る
。
実
質
的
な
職
権
が
な
い
在
京
宮
観
に
も

れ
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え
る
の
は
孝
宗
の
黙
認
あ
る
い

近
は
支
持
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

加
川
山

富市皇蜘

二

、

孝

宗

豊

富

承

旨

の

武

臣

官

接

化

由
一
小掌

宋
代
、
神
宗
元
豊
官
制
改
革
以
後
、
官
僚
機
構
の
頂
点
に
は
、
民

配
政
を
受
け
持
つ
三
省
(
中
書
・
門
下
・
尚
書
)
と
軍
政
を
掌
握
す
る

7

枢
密
院
と
が
存
在
し
た
。
枢
密
都
承
旨
は
後
者
枢
密
院
内
に
あ
る
承

E

旨
司
の
責
任
者
で
あ
る
。
承
旨
司
は
、
実
際
の
事
務
を
取
り
扱
う
逐

一
一
房
(
戸
房
・
刑
一
局
・
兵
房
・
躍
房
な
ど
)
や
編
修
司
・
検
詳
所
等
の

諸
部
局
を
統
括
す
る
位
置
に
あ
っ
た
。
『
宋
会
要
』
に
載
せ
る
「
神
宗

正
史
職
官
志
」
に
は
、

通
領
院
務
及
承
旨
司
之
事
、
検
察
主
事
巳
下
功
過
而
陸
瓢
之
、
凡

御
崇
政
・
延
和
殿
則
陸
以
侍
立
。
若
禁
衛
兵
校
試
技
整
及
蕃
園

入
見
、
則
随
事
敷
奏
、
承
所
得
旨
以
授
有
司
。

(
『
宋
会
要
』
職
官
六
四
枢
密
院
承
旨
司
)

と
あ
り
、
枢
密
院
・
承
旨
司
の
統
括
の
み
な
ら
ず
、
常
朝
儀
礼
時
の

昇
殿
侍
立
や
、
禁
衛
兵
の
技
芸
校
試
・
外
国
使
節
引
見
の
際
の
随
事

敷
奏
が
職
掌
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
降
の
章

で
は
、
張
説
・
王
林
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
が
、
特
に
本
章

で
は
、
孝
宗
在
位
期
に
、
説
・
弥
が
長
期
間
就
い
て
い
た
こ
の
枢
密

都
承
旨
に
つ
い
て
、
就
任
官
僚
を
手
が
か
り
と
し
て
、
特
に
孝
宗
朝

で
起
こ
る
変
化
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
承
旨
は
、
宋
朝
草
創
期
の
太
祖
・
太
宗
朝
に
は
即
位
以
前
の
旧

幕
僚
・
旧
僚
が
就
い
て
い
た
が
、
真
宗
以
後
に
な
る
と
、
『
宋
史
』
に

「
都
承
旨
、
奮
は
院
吏
を
用
て
遜
遷
せ
し
む
」
(
巻
一
六
二
都
承
旨
、

副
都
承
旨
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
院
内
の
吏
人
が
内
部
昇
格
す
る
形

へ
と
移
行
す
泊
。
そ
の
後
、
神
宗
照
寧
三
(
一

O
七
O
)
年
に
東
上

閤
門
使
李
評
が
就
け
ら
れ
て
以
降
は
、
土
人
の
就
任
ポ
ス
ト
へ
と
変

化
し
、
特
に
神
宗
・
哲
宗
各
朝
の
一
時
期
に
お
い
て
は
文
臣
官
僚
が

配
さ
れ
て
い
た
。



自
南
宋
中
興
後
は
、
会
稽
に
行
在
を
置
い
て
い
た
建
炎
四
(
一
一
三

8
0
)
年
に
武
臣
辛
道
宗
を
就
げ
た
の
が
管
見
の
限
り
最
初
の
事
例
と

な
る
。
だ
が
翌
紹
興
元
こ
二
二
一
)
年
十
二
月
三
日
に
、

詔
、
祖
宗
時
、
植
密
都
承
旨
一
員
並
差
爾
制
。
蓋
以
本
兵
宥
密

之
地
、
不
可
不
揮
人
、
付
以
承
旨
之
事
。
元
祐
中
、
+
氾
肺
伊
櫨
・

劉
安
世
嘗
任
此
職
。
可
依
祖
宗
朝
故
事
置
都
承
旨
一
員
。

(
『
宋
会
要
』
職
官
六
一

O

枢
密
院
承
旨
司
)

と
い
う
詔
が
出
さ
れ
、
哲
宗
元
祐
期
の
旧
例
に
依
拠
す
る
形
で
両
制

ク
ラ
ス
の
文
臣
が
就
く
よ
う
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
詔
が
適
用
さ
れ
た

最
初
の
例
が
、
翌
二
年
九
月
壬
午
の
権
礎
部
侍
郎
越
子
重
で
あ
り
(
李

心
停
『
建
炎
以
来
臨
時
年
要
録
』
(
以
下
『
要
録
』
と
記
す
)
巻
五
八
)
、

以
後
、
高
宗
紹
興
年
間
で
は
六
部
侍
郎
ク
ラ
ス
の
文
臣
が
任
命
さ
れ

る
(
表
一
参
照
)
。
孝
宗
乾
道
年
間
に
丞
相
と
な
る
虞
允
文
は
、
中
書

舎
人
で
あ
っ
た
紹
興
末
当
時
、
他
の
官
僚
と
共
に
「
承
旨
は
清
資
た

り
て
、
侍
従
と
品
秩
相
い
亜
ぐ
」
(
『
要
録
』
巻
一
九

O
紹
興
三
十

一
年
六
月
甲
寅
の
傑
)
と
上
奏
し
、
口
問
秩
が
侍
従
ク
ラ
ス
に
匹
敵
す

る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
次
の
孝
宗
朝
に
入
る
と
、
『
宋
史
』
職
官
志
は
、

乾
道
初
、
再
用
武
臣
、
白
張
説
始
。
淳
照
九
年
、
都
承
旨
復
用

士
人
、
自
粛
燈
始
。(

『
宋
史
』
巻
一
六
二
都
承
旨
、
副
都
承
旨
)

と
記
し
、
孝
宗
在
位
中
に
二
度
の
変
更
が
起
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
笑

際
、
再
び
表
一
に
拠
れ
ば
、
孝
宗
朝
、
特
に
乾
道
以
降
、
侍
従
ク
ラ

ス
で
は
な
く
知
関
門
事
と
い
う
武
臣
官
僚
に
よ
る
兼
任
例
が
現
れ
、

就
任
期
間
も
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
長
期
化
す
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ

う
。
知
関
門
事
の
枢
密
都
承
旨
兼
任
は
、
乾
道
元
(
一
二
ハ
五
)
年

五
月
二
十
七
日
に
枢
密
副
都
承
旨
張
説
が
都
承
旨
に
昇
格
し
た
事
例

を
も
っ
て
鴨
矢
と
す
る
。
張
説
は
、
高
宗
紹
興
初
に
同
管
関
門
公
事

を
勤
め
た
張
公
櫛
の
子
で
、
高
宗
皇
后
呉
氏
の
妹
を
妻
に
迎
え
た
外

戚
系
の
人
物
で
も
あ
り
、
宜
同
宗
紹
興
末
に
は
知
関
門
事
に
就
き
、
孝

宗
隆
興
初
か
ら
副
都
承
旨
を
兼
任
し
た
乙
と
が
確
認
で
き
る
(
「
要

録
』
巻
一
九
八
紹
興
三
二
年
三
月
丁
巳
の
係
、
『
宋
史
』
巻
四
七

O
俊

幸
伝
張
説
)
。
当
時
の
都
承
旨
人
事
を
考
え
る
と
二
一
両
宗
朝
最
後
の

都
承
旨
徐
異
聞
が
辞
め
た
期
日
は
特
定
で
き
な
い
が
、
次
の
銭
端
躍
に

再
任
の
命
が
下
る
隆
興
元
(
一
二
ハ
三
)
年
十
一
月
ま
で
に
は
他
官

職
に
移
っ
て
い
た
で
あ
ろ
刊
。
ま
た
端
躍
も
「
己
に
副
都
承
旨
有
れ

ば
、
罷
め
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
述
べ
、
副
都
承
旨
張
説
の
存
在
を
理

由
に
十
二
月
二
十
一
日
辞
任
し
て
い
る
(
『
宋
会
要
』
職
官
六
|
一

一
枢
密
院
承
旨
苛
)
。
以
後
、
乾
道
元
年
の
張
説
自
身
の
昇
格
ま
で
都

承
旨
任
命
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
隆
興
元
年
末
か
ら

枢
密
院
承
旨
司
の
実
質
的
責
任
者
は
副
都
承
旨
張
説
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
。

既
に
第
一
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
孝
宗
は
即
位
直
後
か
ら
自
身

の
旧
僚
を
枢
密
院
内
の
部
局
責
任
者
に
配
そ
う
と
し
て
い
る
。
張
説
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郭執中 紹興5.10甲子-6.8莞丑 行兵部員外郎都督府諮援参童書 都亡督}府参議軍事(在職中死 要 94.104

夜祭元 紹興 7.8Z未~同年9丁亥 権北兵京商部宣侍B極m判都官督府参議軍事・権湖 提挙江州太平観 要 113.114

周章 紹興 10.2壬成-11.5甲辰 戸部侍郎 誤WJ部侍郎 要 134.140

郷剛中 紹興 11.5甲辰- ? 試趨古都侍郎 進士甲科 要 140、宗379

李若谷 紹興 15.8庚子~同年10突未 給事中兼侍譲 侍讃 家密枢密焼事 要 154

宋既 [紹興 19.8壬申]-{Z1.8乙亥] 権戸部侍郎ヲ 権安府戸}部侍郎(29.8...... 衆知臨 罷免ヲ 要 160.162

百事仲畠 紹興 24.11甲寅-25.10丁酉 大理司直 枢宮町院編f長官兼権検詳宮 (肱陸、目下押出門) 要 167.169

陳正周 ? -28.12.1 知平江府 要 180

洪遜 紹興28.12.1-30.8丁巳 起居郎兼権中香合人 起居郎兼中沓舎人 翰林学士見度権支部尚書 紹興 12進士出身 要 180.1街、宋373

銭端視 紹興30.8丁巳-31.9丙子 権戸部侍郎 権戸部侍郎 {丁妥) 陸女奥が孝2宗11長賜子進の士妥出身、 要 185.192、来385

徐晶 紹興31ι庶 民- ? 権支部侍郎兼侍詩棺免 大金起居称賀使 知紹興j府ヲ 進士 要 190

孝宗② 銭端麗 隆興元 11.28-同年 12.21 F自招待郎 戸部侍Jlil {辞任} 会職6/11

張説 乾道元5.21-7.3己卯 栄州刺史知閤門事兼枢密副都承旨 知関門事 言産省枢密院事 安.<高宗皇后呉氏の妹 会職6/12、宋34.471)

菜街 乾道 7.4.4- ? 戸部侍郎一知慮州(不行) 知剰南府 紹興 18進士宮限関連 会選 34/25、来384.470
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は
、
先
代
高
宗
の
皇
后
呉
氏
の
親
戚
で
あ
り
、
孝
宗
自
身
の
旧
僚
と

す
る
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
同
じ
く
第
一
章
で
説

明
し
た
皇
帝
側
近
と
し
て
の
知
関
門
事
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
張
説

の
副
都
承
旨
就
任
・
都
承
旨
昇
格
は
旧
僚
活
用
と
質
的
に
同
じ
近
習

重
用
構
想
の
一
環
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
次
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
宗

朝
で
は
文
臣
官
僚
の
出
世
ル

l
ト
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
枢
密
都
承

旨
ポ
ス
ト
は
、
孝
宗
朝
に
入
る
と
、
皇
帝
側
近
武
臣
官
僚
た
る
知
関

門
事
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
。
言
い
換
え
れ
ば
枢
密
都
承

旨
が
よ
り
皇
帝
に
と
っ
て
側
近
性
を
増
し
た
ポ
ス
ト
へ
と
変
化
し
た

と
考
え
ら
れ
話
。

そ
れ
で
は
、
知
関
門
事
が
都
承
旨
に
任
命
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た

孝
宗
朝
期
の
枢
密
院
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
孝
宗
朝
に
お
け
る
枢
密
院
文
書
行
政

ー
ー
枢
密
都
承
旨
王
芥
罷
免
を
手
掛
か
り
に
|
|

淳
岡
山
九
二
一
八
一
一
)
年
正
月
突
未
(
十
二
日
)
、
知
関
門
事
兼
枢

密
都
承
旨
で
あ
っ
た
王
弥
が
罷
免
さ
れ
た
。
玉
村
は
、
元
は
外
交
部

署
・
国
信
所
の
小
吏
で
あ
り
、
高
宗
紹
興
末
に
再
び
起
き
た
金
朝
と

の
戦
争
中
に
は
、
宋
側
使
節
の
一
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
孝

宗
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
よ
う
官
、
そ
の
後
も
軍
事
・

外
交
分
野
で
活
動
を
見
せ
問
。
官
職
面
で
は
乾
道
六
(
一
一
七

O
)
年

に
知
関
門
事
と
し
て
起
復
、
淳
照
元
こ
一
七
四
)
年
二
月
に
は
現

職
の
ま
ま
枢
密
都
承
旨
を
兼
職
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
(
『
宋

史
』
巻
三
四
孝
宗
本
紀
二
、
『
宋
会
要
』
職
官
五
一
二
五
国
信

使
)
、
以
後
淳
隙
九
年
正
月
の
罷
免
ま
で
、
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
孝
宗
淳
照
年
間
(
一
一
七
四

1
八
九
)
前
半
期
約
八
年
に

豆
り
、
知
関
門
事
兼
枢
密
都
承
旨
の
職
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

王
件
が
罷
免
さ
れ
た
の
は
、
直
接
的
に
は
前
年
末
に
金
朝
が
派
遣

し
た
正

E
使
か
ら
国
書
を
受
け
取
る
際
、
王
芥
が
金
朝
側
に
認
め
た

儀
礼
形
式
が
孝
宗
の
意
に
副
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
話
。
だ
が
同
日
、

連
動
し
て
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

(
淳
一
照
九
年
正
月
)
突
末
、
罷
植
密
都
承
旨
王
件
局
在
外
宮
鶴
、

倒
岡
国
調
割
剥
到
、
倒
伺
劉
闘
刻
劃
閥
剣
岡
制
剤
樹
、
刷
明

以
文
臣
矯
都
承
旨
。

(
『
宋
史
』
巻
三
五
孝
宗
本
紀
三
傍
線
・
数
字
は
筆
者
)

己
の
史
料
か
ら
以
下
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
淳
照
九
年
以
前
、
武

臣
官
僚
が
都
承
旨
ポ
ス
ト
を
占
め
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
対
金
防
衛

の
長
前
線
に
配
置
さ
れ
た
諸
軍
と
の
連
絡
掛
に
承
受
官
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
。
ま
た
枢
密
院
文
書
を
中
書
・
門
下
両
省
へ
送
付
す
る
旧

法
が
停
止
し
、
枢
密
院
が
中
書
・
門
下
の
製
肘
を
受
け
ず
に
施
行
し

た
案
件
が
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。



こ
の
措
置
は
、
当
時
の
文
書
行
政
に
関
連
す
る
も
の
だ
が
、
軍
政

を
掌
握
す
る
枢
密
院
の
中
で
、
都
承
旨
王
弥
の
罷
免
以
外
に
は
、
枢

【
仰
}

密
院
執
政
官
の
異
動
は
確
認
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
措
置
は
、
知

関
門
事
王
件
が
都
承
旨
を
兼
任
し
て
い
た
時
期
の
文
書
行
政
を
改
め

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
と
で
本
章
で
は
、
上

記
の
史
料
を
手
掛
か
り
と
し
て
当
時
の
文
書
行
政
を
検
討
す
る
。

(
一
)
諸
軍
承
受

本
節
で
は
、
傍
線
部
①
「
因
り
て
諸
寧
承
受
を
罷
む
」
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
淳
照
九
年
当
時
、
権
吏
部
侍
郎
兼
太
子
右
庶
子
在
職
中

の
趨
汝
愚
(
一
一
四

0
1
一
一
九
六
)
は
玉
井
罷
免
芭
後
に
諸
軍
承

)
受
廃
止
を
求
め
る
上
奏
を
提
出
し
た
(
『
歴
代
名
臣
奏
曲
醐
』
巻
一
四
回

開
/
一
七

1
一
九
「
乞
罷
諸
軍
承
受
」
(
以
下
、
越
汝
愚

a
と
記
す
)

)

O

U
趨
汝
愚
の
童
話
で
は
、
「
時
に
孝
宗
悉
く
公
の
請
の
如
く
す
」
と
記

近
し
、
こ
の
上
奏
を
受
げ
る
形
で
諸
軍
承
受
の
廃
止
が
行
わ
れ
た
よ
う

阿

見

(

却

〕

制
で
あ
る
。
そ
乙
で
以
下
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

岨
汝
愚
の
上
奏
に
拠
れ
ば
、
諸
箪
承
受
と
は
、

糊
其
始
祇
縁
諸
軍
有
奏
報
文
字
或
有
滞
留
之
弊
、
故
各
置
承
受
、
務

孝

要

速

達

。

(

趨

汝

愚

a)

配
と
あ
る
よ
う
に
、
各
地
に
配
置
さ
れ
た
諸
軍
(
三
街
、
統
制
司
な
ど
)

と
皇
帝
と
の
閑
の
情
報
伝
達
を
円
滑
に
行
う
連
絡
掛
と
し
て
設
げ
ら

9

れ
た
も
の
で
あ
り
、
派
遣
さ
れ
る
人
員
は
、

(
紹
興
)
三
十
年
十
月
二
日
、
詔
、
昨
依
故
事
、
差
内
侍
官
、
承

受
内
外
諸
軍
奏
報
文
字
。
慮
恐
稽
滞
、
可
盤
罷
承
受
官
。

(
『
宋
会
要
』
職
官
二
三
ニ
通
進
司
)

と
あ
る
よ
う
に
、
高
宗
朝
で
は
内
侍
(
官
官
)
で
あ
り
、
孝
宗
朝
で

も
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
汝
愚
は
「
今
日
の
弊
、
其

の
最
も
大
な
る
も
の
は
、
諸
軍
に
承
受
を
置
く
に
如
く
は
な
し
」
と

批
判
し
た
上
で
、
問
題
点
と
し
て
、

停
間
諸
軍
凡
有
奏
請
文
字
、
皆
先
取
決
於
承
受
。
承
受
視
以
矯

可
則
進
塁
、
承
受
以
局
不
可
則
退
去
。
或
進
或
退
、
有
司
皆
無

由
稽
察
、
非
若
章
奏
・
通
進
二
司
皆
有
文
披
可
貼
検
也
。
故
軍

中
雄
有
看
質
利
害
、
皆
無
由
自
達
、
而
陛
下
聖
意
微
有
喜
怒
、
彼

必
先
事
知
之
。
於
是
肺
門
帥
禍
一
一
幅
軽
量
之
輔
畑
、
陰
受
制
於
承
受
、
市

貨

賂

之

風

・

按

克

之

政

行

失

。

(

越

汝

愚

a)

と
述
べ
、
情
報
伝
達
の
際
、
承
受
官
が
先
に
文
書
を
扱
う
立
場
を
利

用
し
て
、
進
か
退
か
の
成
文
規
程
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
窓
意

的
に
文
書
を
上
進
す
る
か
否
か
さ
え
も
決
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

皇
帝
の
意
向
を
知
り
易
い
立
場
に
い
る
た
め
、
諸
軍
の
将
帥
が
持
つ

べ
き
賞
罰
権
限
が
承
受
官
に
よ
り
制
約
さ
れ
、
賄
賂
や
収
事
横
行
の

原
因
と
な
る
こ
と
、
の
二
点
を
挙
げ
る
。

そ
れ
で
は
、
諸
軍
承
受
廃
止
の
後
、
ど
の
よ
う
な
代
替
手
段
が
取

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
汝
愚
は
、

臣
愚
伏
望
、
申
殿
訓
戒
、
今
後
諸
軍
、
除
常
程
文
字
並
依
欝
赴
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章
奏
房
投
進
外
、
凡
有
機
速
文
字
、
並
許
寅
封
査
時
赴
通
進
司

投

進

、

通

進

司

即

時

別

項

進

入

。

(

越

汝

愚

a)

と
記
し
、
通
常
案
件
は
今
ま
で
通
り
章
奏
一
一
房
、
緊
急
機
密
案
件
は
、
承

受
で
は
な
く
通
進
司
に
実
封
で
上
進
さ
せ
る
形
を
と
る
よ
う
提
案
し

て
い
た
。
章
奏
房
は
門
下
省
の
一
部
署
で
あ
り
、
通
進
司
も
こ
の
時

期
に
は
や
は
り
門
下
省
の
責
任
者
で
あ
る
給
事
中
の
監
督
下
に
あ

っ
問
。
諸
軍
承
受
が
内
侍
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
趨
汝
愚
上
奏
を
受

け
る
形
で
行
わ
れ
た
淳
照
九
年
の
諸
軍
承
受
廃
止
は
、
内
侍
承
受
官

に
よ
り
直
接
的
に
諸
軍
と
皇
帝
と
の
聞
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
状
況

を
改
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、

先
是
、
禁
中
密
旨
直
下
諸
軍
、
宰
相
多
不
預
問
、
内
官
張
方
事

鐙
、
〔
陳
〕
俊
卿
奏
、
「
自
今
百
司
承
御
筆
庭
分
事
、
須
奏
審
方

行
。
」
従
之
。
既
而
以
内
諸
司
不
築
、
収
前
命
。

(
『
宋
史
』
巻
三
八
三
陳
俊
卿
伝
)

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
御
筆
が
、
宰
相
が
関
与
で
き
ぬ
ま
ま
直
接

諸
軍
に
下
さ
れ
る
状
況
が
、
孝
宗
朝
で
は
存
在
し
て
い
た
。
換
言
す

れ
ば
、
王
芥
が
都
承
旨
に
就
任
し
て
い
た
頃
に
は
、
皇
帝
は
内
侍
承

受
宮
を
通
し
て
直
接
諸
軍
と
の
情
報
の
や
り
取
り
が
可
能
で
あ
っ
た

{
幻
}

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
枢
密
院
案
件
の
中
書
・
門
下
送
付
規
定

本
節
で
は
、
傍
線
②
「
密
院
の
文
書
は
南
省
に
閥
録
す
る
膏
法
を

復
す
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
李
心
停
(
一
一
六
七

1
一

二
四
四
)
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

奮
制
、
植
密
院
事
並
過
門
下
省
。
乾
道
元
年
十
二
月
発
丑
、
言

者
請
、
「
自
今
植
密
院
己
被
旨
文
書
並
闘
中
書
・
門
下
、
依
三
省

式
、
蓋
賞
書
讃
、
以
示
欽
重
出
命
之
意
。
」
従
之
。
然
密
院
機
速

事
則
不
由
中
書
、
直
関
門
下
省
、
調
之
密
白
。

(
『
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
九
密
白
)

こ
の
記
事
に
拠
れ
ば
、
元
来
「
旧
制
」
で
は
、
枢
密
院
が
進
擬
し

裁
可
さ
れ
た
案
件
を
実
際
に
施
行
す
る
ま
で
に
は
、
門
下
省
へ
送
付

す
る
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。
「
旧
制
」
と
は
、
例
え
ば
北
宋
徽
宗

宣
和
四
(
一
二
=
一
)
年
の
太
宰
王
醐
酬
が
行
っ
た
上
量
一
同
で
、

臣
病
以
神
宗
皇
帝
肇
正
官
制
之
後
、
元
盟
五
年
八
月
、
修
立
極

密
院
令
、
「
諸
得
旨
事
並
録
送
門
下
省
、
候
報
施
行
。
宣
命
即
閥

送
、
候
送
回
護
付
。
」
是
年
十
月
、
極
密
院
再
雪
国
揮
、
「
告
白

及
擬
進
、
童
依
文
字
内
、
聖
旨
急
速
限
嘗
目
、
擬
進
限
次
回
、
録

送
門
下
省
、
後
覆
奏
回
、
聖
旨
急
速
限
首
目
、
徐
限
次
回
裂
出
。
」

捺
此
則
枢
密
院
事
悉
合
経
門
下
省
審
省
覆
奏
、
然
後
施
行
。

(
『
宋
会
要
』
職
官
一
ー
一
ニ
八
三
省
)

{
制
}

と
あ
っ
て
、
元
豊
官
制
改
革
直
後
の
二
つ
の
命
令
に
よ
り
、
旨
を
得

た
事
案
を
施
行
す
る
前
に
門
下
省
の
審
査
に
か
ザ
る
手
続
き
が
必
要

と
な
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
豊
官
制
時
の
制
度
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。



そ
の
後
の
変
遷
は
不
明
だ
が
、
南
宋
孝
宗
朝
に
入
る
と
乾
道
初
に

上
言
者
(
洪
遁
と
推
測
さ
れ
一
位
)
の
上
請
に
よ
り
、
既
に
旨
を
受
け

た
機
速
事
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
中
書
(
中
審
舎
人
)
と
門
下

(
給
事
中
)
へ
送
付
し
て
書
行
と
書
読
の
手
続
き
を
受
げ
る
こ
と
を
義

務
づ
け
、
機
速
文
書
で
も
給
事
中
へ
の
送
付
を
必
要
と
す
る
措
置
が

【
お
)

と
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
乾
道
初
か
ら
お
よ
そ
十
五
年
が
経
過
す
る
と
、
こ
れ

と
は
異
な
る
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
淳
照
七
(
一
一
八

O
)年

九
月
か
ら
翌
八
年
三
月
ま
で
秘
書
少
監
兼
給
事
中
を
勤
め
て
い
た
趨

(幻〕

汝
愚
は
、
門
下
の
立
場
か
ら
枢
密
院
案
件
に
関
す
る
上
奏
を
行
う

(
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
六
九
/
二
二

1
二
回
「
論
天
下
事
嘗
経
由
門

)
下
省
奏
」
(
以
下
、
越
汝
愚
b
と
記
す
)
)
。
そ
の
中
で
汝
愚
は
初
め
に

醐
「
祖
宗
の
制
、
凡
そ
天
下
の
事
は
巨
細
な
く
、
未
だ
門
下
省
を
経
由
せ

町
れ
ざ
る
も
の
有
ら
ず
」
と
述
べ
、
旨
を
取
っ
た
文
書
が
施
行
前
に
門
下

近
省
へ
の
送
付
を
必
要
と
す
る
の
が
、
元
豊
官
制
後
の
姿
で
あ
る
と
し

制
た
上
で
二
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
一
点
目
は
門
下
(
給
事
中
)
の

曜
封
駁
二
一
点
目
は
機
密
外
事
案
の
門
下
送
付
規
定
に
関
し
て
で
あ
る
。

朝
一
点
目
に
つ
い
て
、
汝
愚
は
、

由
一
小孝

今
三
省
既
合
而
魚
て
門
下
省
不
除
侍
中
・
侍
郎
、
惟
給
事
中

南
掌
行
封
駁
、
其
権
視
前
日
局
経
、
凡
中
書
省
・
植
密
院
文
字
既

不
得
具
奏
進
呈
、
又
不
得
従
而
改
正
、
頗
失
神
祖
建
官
之
意
。

(
越
汝
愚
b
)
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と
述
べ
、
建
炎
三
(
二
二
九
)
年
、
省
・
審
を
行
う
左
僕
射
兼
門

下
侍
郎
・
門
下
侍
郎
が
同
平
章
事
・
参
知
政
事
と
改
称
さ
れ
て
以
陣
、

門
下
省
全
体
の
封
駁
権
も
低
下
し
た
と
の
認
識
を
示
し
、
そ
の
解
決

策
と
し
て
、
神
宗
元
豊
五
(
一

O
八
二
)
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
詔

に
立
ち
戻
り
、
給
事
中
が
希
望
す
れ
ば
、
事
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
封

駁
を
可
能
と
す
る
よ
う
提
案
す
る
。

二
点
目
に
つ
い
て
は
、
元
最
官
制
改
革
以
前
、
機
密
以
外
の
宣
命

(
上
殿
し
て
口
頭
で
皇
帝
の
旨
を
う
け
た
も
の
)
全
て
封
駁
司
に
送
付

し
審
査
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
「
至
道
元
年
詔
書
」
を
引
用
し
た
あ

と
、
「
其
の
後
、
累
聖
二
百
飴
年
、
斯
制
を
遵
守
し
て
、
未
だ
嘗
て
改

易
せ
ず
」
と
自
説
を
開
陳
し
た
上
で
、

始
因
乾
道
九
年
張
説
在
植
庭
目
、
凡
所
施
行
政
令
及
擬
進
差
遺
、

多
用
私
意
、
不
能
遵
守
候
制
、
深
健
有
司
血
中
正
其
失
、
故
敢
慰

隙
臆
説
、
以
便
其
私
。
初
肇
降
旨
揮
、
判
↓
附
劃
剣
淵
謝
円
相
川

創

矧

開

封

劇

対

闘

梱

劉

閥

割

刷

矧

寸

劇

費

量

刻

閥
矧
。
」
縫
又
蓋
降
指
揮
、
到
寸
引
倒
1
附
側
聞
劃
湖
創
紺
附
出
町

刺
叶
刻
割
引
矧
刷
劃
倒
到
闘
剣
州
叶
封
劇
側
組
側
刻
割
削
瑚
倒

閣
制
到
利
閥
剣
。
」
縁
此
、
引
相
創
闘
刻
割
閥
遡
門
判
制
剖
司
剣

↓
ゴ
、
議
甚
失
祖
宗
所
以
建
官
立
法
本
意
。
臣
雨
嘗
具
奏
乞
遵

依
累
朝
之
法
、
特
降
指
揮
、
今
後
癒
密
院
文
字
、
除
事
干
機
密

不
閥
送
中
書
・
門
下
省
外
、
其
飴
並
道
依
大
観
樋
密
燦
令
施
行
、

経
今
累
月
、
未
蒙
頒
降
。
(
越
汝
愚
b

傍
線
・
記
号
は
筆
者
)



4

と
続
け
て
、
上
奏
時
点
の
淳
照
七
・
八
年
頃
で
は
、
旨
を
取
っ
た
枢

9

密
院
の
文
書
が
大
半
給
事
中
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
て

い
る
と
の
認
識
を
示
す
(
傍
線
C
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に

至
っ
た
原
因
を
、
乾
道
九
(
一
一
七
三
)
年
、
張
説
(
も
と
枢
密
都

承
旨
)
が
同
知
枢
密
院
事
在
職
中
に
出
さ
れ
た
こ
つ
の
指
揮
に
求
め

る
(
傍
線
A
、
B
)
。
趨
汝
愚
に
従
え
ば
、
中
書
舎
人
・
給
事
中
へ
の

送
付
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
告
勅
を
必
要
と
す
る
転
官
差
遣
と
財

賦
に
関
す
る
案
件
だ
け
で
、
宣
命
及
び
機
密

(A)
と
辺
防
機
密
・

軍
政

(B)
は
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。

趨
汝
愚
b
を
他
史
料
を
使
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
汝
愚
が
+
婆
堪

九
年
に
出
さ
れ
た
指
揮
と
し
て
引
用
し
た
傍
線
部
A
・
B
の
内
、

B

に
つ
い
て
は
、

(
乾
道
九
年
)
十
一
月
辛
卯
、
詔
、
「
稿
密
院
、
除
授
及
財
賦
事

闘
中
書
・
門
下
省
、
其
濯
機
・
軍
政
更
不
録
送
。
」

(
『
宋
史
』
巻
三
四
孝
宗
本
紀
三

と
あ
る
よ
う
に
、
同
内
容
の
詔
を
他
の
史
料
か
ら
も
見
出
せ
る
。
ま

た
上
奏
提
出
当
時
、
給
事
中
へ
送
付
す
る
対
象
外
の
文
書
が
全
体
と

比
べ
て
ど
れ
ほ
ど
の
割
合
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
北
宋
末
期
の

事
例
で
、
徽
宗
宣
和
四
こ
一
二
三
年
上
半
期
、
枢
密
院
か
ら
門

下
省
兵
房
へ
の
録
白
送
付
を
経
て
施
行
さ
れ
た
案
件
は
全
体
の
半
数

以
下
と
す
る
、
当
時
の
太
宰
王
櫛
の
上
言
が
残
さ
れ
て
い
目
。
そ
乙

か
ら
類
推
す
れ
ば
、
越
汝
愚
b
で
述
べ
る
よ
う
に
、
門
下
省
へ
の
送

付
対
象
外
と
な
る
案
件
が
多
数
を
占
め
る
事
態
は
起
こ
り
得
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
乾
道
九
年
指
揮
が
出
さ
れ
た
後
の
淳
照

年
間
前
半
で
は
、
皇
帝
の
旨
を
受
付
た
文
書
が
枢
密
院
か
ら
門
下
省

に
送
付
さ
れ
ず
に
施
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
出
さ
れ
た
章
序
の
傍
線
②
は
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
。
②
は
皇
帝
の
旨
を
取
っ
た
枢
密
院
の
案

件
を
中
書
・
門
下
両
省
に
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
つ
ま
り
、
乾

道
九
年
の
指
揮
を
否
定
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
淳
照
九
年
の
措
置
と
同
時
に
罷
免
さ
れ
た
玉
村
が
遅
く
と
も

淳
照
元
(
一
一
七
四
)
年
二
月
に
は
知
閤
門
事
在
職
の
ま
ま
都
承
旨

職
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
は
本
章
の
序
で
述
べ
た
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
乾
道
九
年
の
指
揮
が
効
力
を
持
っ
て
い
た
期
間
は
王
件
の
都

承
旨
就
任
期
と
ほ
ぽ
重
な
る
。
要
す
る
に
、
都
承
旨
に
王
芥
が
就
い

て
い
た
時
期
の
枢
密
院
は
、
進
擬
し
皇
帝
の
裁
可
を
受
け
れ
ば
、
相

当
部
分
、
門
下
省
に
文
書
を
送
付
せ
ず
に
案
件
を
施
行
す
る
こ
と
が

可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
淳
照
九
年
正
月
の
枢
密
都
承
回
目
玉
件
罷
免
と
同
時
に
と
ら

れ
た
措
置
か
ら
当
時
の
枢
密
院
文
書
行
政
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き

た
。
(
こ
で
は
、
孝
宗
即
位
以
後
、
諸
軍
と
皇
帝
と
の
聞
の
情
報
が

内
侍
承
受
官
に
よ
り
伝
達
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
は
直
接
承
受
官
を
遇



じ
て
文
書
の
や
り
取
り
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述

べ
、
(
二
)
で
は
、
特
に
淳
照
年
間
前
半
期
に
あ
っ
て
は
、
枢
密
院
は
、

皇
帝
の
裁
可
を
受
げ
れ
ば
文
書
を
門
下
省
(
給
事
中
)
に
送
付
す
る

こ
と
な
く
、
案
件
を
施
行
で
き
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

枢
密
院
の
事
務
局
長
と
い
う
べ
き
都
承
旨
職
に
皇
帝
の
側
近
武
官
で

あ
る
知
閤
門
事
が
と
の
時
期
就
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、
当
該
期
、
少
な
く
と
も
文
書
に
関
し
て
は
、
孝
宗
が
宣
官
も
合

め
た
側
近
を
通
じ
て
三
省
(
中
書
・
門
下
・
尚
書
)
の
製
肘
を
受
け

ず
に
動
か
し
う
る
体
制
が
存
在
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

高
宗
紹
興
三
二
年
十
二
月
に
宰
相
が
枢
密
使
を
兼
任
す
る
旨
の
詔

が
出
さ
れ
て
以
降
、
南
宋
一
代
に
渡
っ
て
、
三
省
側
宰
執
の
枢
密
院

)
執
政
官
兼
任
は
常
態
化
す
る
。
だ
が
玉
芥
は
、

姉
(
淳
照
四
年
五
月
)
是
月
末
、
有
萄
人
張
唐
卿
者
、
玩
之
姪
孫
。

駅
越
雄
在
密
院
力
主
之
、
欲
用
准
南
奮
賞
改
官
、
而
都
承
旨
王
芥

ぽ
執
不
可
、
雄
乃
諸
改
次
物
合
入
官
、
既
覆
奏
、
止
令
循
雨
資
。

制
(
周
必
大
『
二
老
堂
雑
誌
』
巻
三
「
三
省
密
院
覆
奏
朝
殿
所
得
旨
」
)

岨
と
あ
る
よ
う
に
、
重
富
枢
密
院
事
越
雄
が
求
め
た
改
官
人
事
を
否
決

朝
す
る
ほ
ど
の
実
質
的
な
力
を
有
し
、
ま
た
、

宮
小掌

時
〔
王
〕
芥
輿
曾
顛
・
甘
昇
相
結
、
侍
恩
専
窓
、
其
門
如
市
。
著

荷
作
〔
佐
〕
郎
胡
菅
巨
嘗
論
近
習
恰
権
、
帝
令
執
政
趨
雄
詞
其
人
、

雄
樟
件
付
等
、
乃
令
晋
臣
捨
弥
等
、
指
其
位
卑
者
数
人
以
封
、
膏

臣
覚
外
補
。
(
「
宋
史
』
巻
四
七

O
倭
幸
伝
王
件
)
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と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
習
批
判
を
行
お
う
と
し
た
著
作
佐
郎
胡
菅

臣
が
、
王
弥
を
畏
れ
た
執
政
越
雄
の
圧
力
を
受
け
て
、
上
言
の
文
章

中
か
ら
王
件
を
外
す
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
執
政
す
ら
も
が
王
芥
を

悔
り
、
直
接
名
前
を
挙
げ
て
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
雰
囲
気
が

政
界
内
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
見
な
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
の

下
で
の
都
承
旨
王
林
を
、
趨
汝
愚
は
「
今
将
帥
の
権
盤
く
王
芥
に
蹄

す
」
(
『
宋
史
』
巻
四
七

O

倭
幸
伝
玉
芥
)
と
述
べ
、
将
帥
に
対

す
る
人
事
権
を
玉
井
が
握
っ
て
い
る
と
評
し
て
い
た
。

た
だ
し
、
淳
照
九
年
正
月
に
罷
免
さ
れ
た
時
の
状
況
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
玉
村
の
権
力
は
、
孝
宗
一
人
に
由
来
し
、
皇
帝
以
外
の

何
ら
か
の
集
団
を
背
景
と
し
た
形
跡
は
な
い
。

淳
照
九
年
正
月
の
措
置
は
、
諸
軍
か
ら
の
情
報
を
内
侍
承
受
官
で

は
な
く
章
奏
房
や
通
進
司
経
由
で
伝
達
す
る
(
傍
線
①
)
、
枢
密
院

が
、
皇
帝
の
旨
を
受
け
た
文
書
を
中
書
・
門
下
両
省
へ
送
付
す
る
(
傍

線
②
)
、
枢
密
都
承
旨
に
、
皇
帝
側
近
武
臣
で
あ
る
知
関
門
事
で
は

な
く
文
臣
(
吏
部
侍
郎
粛
燈
)
を
就
け
前
(
傍
線
③
)
の
三
つ
を
具

体
的
に
は
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
措
置
は
枢
密
院
文
書
行

政
に
お
げ
る
孝
宗
側
近
体
制
を
否
定
し
、
門
下
(
給
事
中
)
の
関
与

を
可
能
に
し
た
と
推
測
で
き
る
。
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お
わ
り
に
f
i
|
南
宋
士
大
夫
と
孝
宗
の
政
府
観
|
|

本
稿
で
は
、
朱
莱
の
封
事
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
四
人
の
孝
宗
側

近
、
龍
大
淵
・
曾
頗
・
張
説
・
王
芥
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。

ま
ず
第
一
に
、
孝
宗
の
潜
邸
旧
僚
で
あ
っ
た
龍
大
淵
・
曾
聞
が
官
僚

機
構
の
人
事
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ

た
。
乙
れ
は
孝
宗
の
支
持
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
一
に
、
張
説
・
王
芥
が
長
期
間
就
任
し
て
い
た
枢
密
都
承
旨
と
い
う

ポ
ス
ト
に
着
目
し
、
高
宗
朝
で
は
侍
従
ク
ラ
ス
の
文
臣
官
僚
が
就
任

す
る
こ
と
が
常
例
化
し
て
い
た
が
、
孝
宗
朝
に
入
る
と
皇
帝
側
近
の

武
臣
官
僚
で
あ
る
知
閤
門
事
に
よ
り
兼
任
さ
れ
る
形
へ
と
変
化
す
る

こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
変
化
は
、
孝
宗
即
位
直
後
、
自
身
の
潜
邸
旧

僚
を
枢
密
院
内
に
配
し
て
い
く
こ
と
と
質
的
に
同
じ
近
習
重
用
路
線

の
一
環
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
特
に
淳
照
前
半
期
の
王
件
都
承
旨
就
任

期
に
は
、
文
書
行
政
に
お
け
る
皇
帝
側
近
体
制
が
構
築
さ
れ
、
そ
れ

は
三
省
(
中
書
・
門
下
・
尚
書
)
に
製
肘
さ
れ
な
い
可
能
性
を
持
つ

こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
執
政
す
ら
も
が
都
承
旨

を
障
る
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
触
れ
た
が
、
従
来
、
孝
宗
の
治
世
期
は
、

「
専
権
宰
相
」
秦
檎
死
後
に
起
き
た
宰
執
制
の
再
活
性
化
・
再
実
質
化

の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
時
代
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
孝
宗

朝
に
お
い
て
現
れ
る
、
長
期
に
渉
る
独
員
宰
相
の
不
在
が
こ
の
よ
う

な
歴
史
評
価
に
繋
が
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
例
え
ば
淳

照
四
こ
一
七
七
)
年
の
参
知
政
事
輿
茂
良
罷
免
記
事
の
後
に
「
人

主
を
し
て
大
臣
を
疑
わ
し
め
近
習
を
信
ぜ
し
む
」
(
「
宋
史
』
巻
四
七

O

倭
幸
伝
曾
期
)
と
記
す
史
料
か
ら
は
、
孝
宗
が
宰
執
と
の
合

議
を
主
体
と
す
る
政
治
運
営
を
行
っ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
想
定
し

難
い
。
む
し
ろ
孝
宗
は
、
三
省
を
頂
点
と
す
る
官
僚
体
制
の
守
り
手

を
目
指
す
よ
り
は
、
皇
帝
の
主
体
性
を
明
確
に
す
る
政
治
姿
勢
を
も

っ
人
物
で
あ
っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

『
宋
史
』
林
栗
伝
は
、
乾
道
年
間
に
行
わ
れ
た
と
推
定
で
き
る
林
栗

の
上
言
と
そ
れ
に
対
す
る
孝
宗
の
反
応
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な

興
味
深
い
記
録
を
残
し
て
い
る
。

乱
孝
宗
懲
創
紹
興
権
臣
之
弊
、
相
前
撹
権
綱
、
不
以
賓
任
臣
下
。

〔
林
〕
栗
言
、
「
人
主
准
権
、
大
臣
審
権
、
争
臣
議
機
、
王
侯
・

貴
戚
普
擦
権
者
也
、
左
右
近
羽
田
善
嬬
権
者
也
。
権
在
大
臣
則
大

臣
室
、
椴
在
遁
臣
則
遁
臣
重
、
機
在
争
臣
則
争
臣
重
。

b

是
故

刈
到
制
劇
楓
劃
困
判
1
刻
例
制
開
問
淵
矧
刻
、
然
未
有
能
濁
持

之
者
也
。
不
使
大
臣
持
之
、
則
王
侯
・
貴
戚
得
而
持
之
失
。
不

使
遁
臣
審
之
争
臣
議
之
、
則
左
右
近
習
得
而
議
之
失
。
人
主
願

謂
得
其
権
而
自
執
之
、
宣
不
誤
哉
。

c
是
故
明
主
使
人
持
椴
而

羽
凶
欄
剣
Z
1刷
捌
刻
樹
而
桐
山
間
淵
矧
刻
。
」
至
有
「
以
鹿
局
馬
、

以
鶏
局
鷲
」
之
語
。
方
奉
封
時
、
頭
至
「
人
主
常
患
檎
在
臣
下
、

必
欲
収
撹
市
猫
持
之
」
、
孝
宗
稽
善
。
栗
徐
日
「
臣
意
尚
在
下
文
。
」



(
『
宋
史
』
巻
三
九
四
林
栗
伝
傍
線
・
記
号
は
筆
者
)

右
の
上
吉
一
一
回
で
林
粟
は
、
君
主
一
人
に
権
力
を
集
め
る
よ
り
も
、
大

臣
や
諜
静
官
を
軸
と
し
た
政
治
運
営
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し

な
い
場
合
に
は
宗
室
・
外
戚
・
近
習
等
が
実
権
を
掌
握
す
る
危
険
性

が
有
る
と
指
摘
す
る
心
積
も
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
林
栗
の
上
言
中
、
孝

宗
は
傍
線
b
の
部
分
で
賛
意
を
表
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
林
栗
自
身

が
一
番
述
べ
た
か
っ
た
傍
線

c
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
林

栗
は
「
臣
の
意
、
尚
ほ
下
文
に
あ
り
」
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
権
力
を
臣
下
が
握
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
自
身
の
手
中
に
収

め
る
こ
と
を
目
指
す
君
主
(
傍
線
b
)
と
そ
が
孝
宗
の
理
想
で
あ
り
、

林
栗
の
求
め
る
、
全
体
を
総
覧
す
る
に
と
ど
め
自
分
一
人
で
の
実
権

)
掌
握
は
し
な
い
君
主
(
傍
線

c)
の
姿
と
は
喰
い
違
い
が
あ
っ
た
。
ヲ
」

時
の
違
い
は
換
言
す
れ
ば
、
宰
執
や
台
諌
と
い
っ
た
官
僚
機
構
の
中
枢

官
部
に
よ
る
政
治
運
営
と
、
皇
帝
の
主
体
的
政
治
運
営
と
い
う
二
つ
の

近
運
営
形
態
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

期
間
孝
宗
が
傍
線
b
の
よ
う
な
君
主
観
を
抱
く
理
由
を
「
宋
史
」
林
栗

姐
伝
は
「
紹
興
権
臣
の
弊
に
懲
り
た
」
(
傍
線

a)
こ
と
に
求
め
る
が
、

繍
こ
れ
は
秦
檎
「
専
権
」
へ
の
反
発
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
孝
宗

淳
朝
と
は
、
秦
檎
「
専
権
」
体
制
に
対
す
る
否
定
感
情
を
出
発
点
と
し

配
て
、
宰
相
を
頂
点
と
す
る
官
僚
機
構
の
「
専
権
」
化
を
防
止
す
る
こ

?
と
が
皇
帝
の
今
出
現
に
あ
っ
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
孝

9

宗
の
政
府
観
が
、
潜
邸
旧
僚
の
官
僚
人
事
介
入
、
枢
密
都
承
旨
ポ
ス

ト
の
武
臣
官
僚
化
や
、
枢
密
院
文
書
行
政
で
の
皇
帝
側
近
体
制
構
築

の
要
因
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淳
照
九
年
の
王
芥

罷
免
と
そ
れ
に
伴
う
一
連
の
措
置
は
、
文
書
行
政
に
お
け
る
側
近
体

制
否
定
の
面
を
持
つ
。
だ
が
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
「
戊
申
封

事
」
で
朱
慕
は
、
玉
井
罷
免
後
「
将
帥
之
槌
」
を
内
侍
甘
昇
が
握
っ

て
い
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
側
近
体
制
は
完
全
に
は
払
拭
さ
れ
ず
十

六
年
の
孝
宗
退
位
前
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

南
宋
朝
は
、
孝
宗
か
ら
光
宗
を
経
て
寧
宗
即
位
に
至
り
、
韓
佑
聞

と
い
う
、
科
挙
登
第
を
経
ず
丞
相
位
に
就
く
こ
と
も
な
い
新
た
な
「
専

権
宰
相
」
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
佑
胃
は
孝
宗
淳
照
末
よ
り

知
関
門
事
を
勤
め
て
お
り
、
ま
た
寧
宗
即
位
置
後
(
紹
照
五
(
一
一

九
四
)
年
)
に
は
短
期
間
で
は
あ
る
が
枢
密
都
承
旨
を
兼
任
し
て
い

る
。
加
え
て
都
承
旨
を
罷
め
て
以
降
は
、
対
金
開
戦
中
の
開
蕗
二
(
一

二
O
六
)
年
七
月
、
平
章
軍
国
事
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
、
一
貫
し
て

在
京
宮
観
が
佑
胃
の
実
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
佑
胃
「
専
権
」

は
自
身
が
官
僚
機
構
の
頂
点
に
就
く
と
と
な
く
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
り
、
秦
檎
「
専
権
」
と
同
一
に
論
じ
る
と
と
は
で
き
な
い
。

韓
侃
宵
の
権
力
掌
握
に
至
る
ま
で
の
官
職
変
遷
は
本
稿
で
取
り
上
げ

た
王
芥
や
曾
競
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
、
こ

の
事
は
孝
宗
朝
に
お
け
る
武
臣
官
僚
重
用
と
い
う
政
治
史
上
の
変
化

を
、
光
宗
・
寧
宗
朝
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
ど

う
か
。
そ
の
解
明
に
つ
い
て
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
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註
(1)

南
宋
政
治
史
上
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
専
権
宰
相
」
の
具
体
名
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
、
一
般
書
で
は
あ
る
が
愛
宕
松
男
氏
の
挙
げ
る
「
索

檎
・
韓
侃
胃
・
史
粥
迷
・
買
似
道
と
い
っ
た
専
権
宰
相
」
(
愛
宕
『
ア

ジ
ア
の
征
服
王
朝
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
九
)
四
人
が
最
も
一
般

的
で
あ
る
。

(2)

寺
地
遵
「
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』
(
渓
水
社
、
一
九
八
八
)
終
章

「
紹
興
一
二
年
体
制
の
終
末
と
乾
道
・
淳
照
体
制
の
形
成
」

(3)

『
宋
史
』
巻
三
八
二
黄
中
伝
は
、
中
が
普
安
・
恩
平
郡
主
府
教
授
在

職
中
(
紹
興
二
六
年
八
月
;
二
七
年
六
月
、
就
任
期
間
は
『
中
興
東
宮

官
寮
題
名
』
主
府
官
に
依
拠
し
た
)
に
既
に
龍
大
淵
が
孝
宗
の
知
過
を

得
て
い
る
記
事
を
の
せ
る
。

(4)

『
宋
史
』
巻
三
八
六
金
安
節
伝
は
、

潜
邸
菌
人
李
河
摺
編
儒
官
、
安
節
又
奏
罷
之
。

と
記
し
、
孝
宗
の
旧
僚
李
河
を
枢
密
院
編
修
官
に
就
け
よ
う
と
し
た

人
事
が
給
事
中
金
安
節
の
反
対
で
中
止
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

編
修
官
は
、
高
宗
朝
に
あ
っ
て
は
ほ
ぽ
文
置
が
就
い
て
い
た
が
、
『
中

興
東
宮
官
寮
題
名
』
に
李
珂
の
名
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

河
は
文
芭
の
資
善
堂
宮
・
王
府
官
で
は
な
く
武
臣
の
潜
邸
旧
僚
と
考

え
ら
れ
る
。
珂
が
編
修
官
に
任
命
さ
れ
た
期
日
は
不
明
だ
が
、
隆
興
元

年
八
月
三
日
に
繋
け
ら
れ
た
罷
免
記
事
に
は
「
新
除
植
密
院
編
修
官
」

(
『
宋
会
要
』
職
官
七
一

1
五
瓢
降
官
八
)
と
記
さ
れ
て
お
り
、
八
月

三
日
か
ら
余
り
遠
く
な
い
以
前
に
内
定
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
つ
ま
り
大
淵
と
同
様
の
こ
と
が
、
同
じ
枢
密
院
内
の
部
局
で
勅
令

編
纂
事
業
を
掌
る
編
修
司
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

(
5
)

内
諸
可
官
署
に
つ
い
て
は
、
『
東
京
夢
翠
録
宋
代
の
都
市
と
生

活
」
(
入
矢
義
高
・
梅
原
郁
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
五
九
八
、
一
九

九
六
)
巻
一
「
内
諸
司
」
、
『
夢
梁
録
』
二
(
梅
原
郁
訳
注
、
平
凡
社
東

洋
文
庫
六
七
六
、
二

O
O
O
)
巻
九
「
閑
職
」
「
内
諸
司
」
参
照
。

(
6
)

横
行
五
司
・
知
閤
門
事
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研

究
』
(
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
)
第
二
章
「
宋
代
の
武
階
」
参
照
。

(7)

『
宋
史
』
巻
一
六
六
職
官
六
客
省
・
引
進
使
、
四
方
館
使
、
東
・

西
上
関
門
の
各
項
参
照
。

(
8
)

『
要
録
』
巻
一
一
建
炎
元
年
十
二
月
丙
子
の
傑
。

(
9
)

平
田
茂
樹
「
宋
代
政
治
構
造
試
論
|
|
封
と
識
を
手
掛
り
に
し
て

|
|
」
(
東
洋
史
研
究
五
一
一
ー
四
、
一
九
九
四
)
参
照
。

(
刊
)
ま
だ
知
閤
門
事
ポ
ス
ト
が
な
い
時
期
(
同
管
関
門
公
事
が
知
関
門

事
に
改
ま
る
の
は
紹
興
五
(
一
一
一
ニ
五
)
年
六
月
乙
巳
)
の
事
例
だ
が
、

紹
興
元
年
、
詔
、
「
主
管
関
門
宋
銭
孫
嶋
横
行
一
宮
、
落
権
字
。
」

上
目
、
「
銭
孫
乃
務
邸
内
知
客
、
梢
習
閤
門
儀
注
、
而
法
非
航
行
、

不
許
知
関
門
。
」
故
輿
榔
横
行
一
官
。

(
『
宋
会
要
」
職
官
三
五

l
一一一一

1
二
三
閣
門
使
)

と
あ
り
、
横
行
ク
ラ
ス
の
武
階
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
関
門
司
の
責

任
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
日
)
佐
伯
富
「
宋
代
の
皇
城
司
に
つ
い
て
」
(
東
方
学
報
(
京
都
)
九
、
一

九
三
八
。
の
ち
『
中
国
史
研
究
一
」
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
九
所
収
)

参
照
。

(
ロ
)
『
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
六
「
直
諌
給
舎
論
龍
曾
事
始
末
」
参
照
。
な

お
龍
・
曾
の
知
閤
門
事
人
事
が
一
旦
撤
回
さ
れ
た
三
月
と
、
最
終
的
に

決
定
す
る
八
月
と
で
は
、
台
諌
・
給
舎
の
構
成
員
は
異
な
る
(
表
ニ
参



照
)
。
八
月
段
階
の
中
書
舎
人
、
銭
周
材
は
、
孝
宗
が
普
安
郡
主
時
代

の
王
府
教
授
を
勤
め
て
い
た
(
『
中
興
東
宮
官
寮
題
名
』
王
府
官
)
。

(
日
)
後
述
す
る
枢
密
院
文
書
の
中
書
・
門
下
送
付
義
務
化
は
こ
の
時
期

に
行
わ
れ
て
い
る
。
朱
寮
は
、
陳
俊
卿
の
参
知
政
事
兼
知
枢
密
院
事
就

任
(
乾
道
四
年
七
月
)
以
降
の
状
況
を
、

首
是
時
、
上
於
公
言
多
所
聴
用
、
大
抵
政
事
頗
蹄
中
毒
突
。

(
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
六
「
少
師
観
文
殿
大
皐
土
致
仕
貌
園
公
贈

太
師
註
正
献
陳
公
行
朕
」
)
。

と
評
す
る
。
こ
の
よ
う
な
中
書
優
位
の
状
況
は
、
金
に
河
南
陵
寝
地
返

還
を
求
め
る
使
者
の
派
遣
を
巡
り
陳
俊
卿
が
尚
書
左
僕
射
を
罷
め

(
乾
道
六
年
五
月
己
巳
)
、
曾
競
が
在
京
宮
観
と
し
て
臨
安
復
帰
を
果

た
す
(
同
年
十
一
月
乙
未
)
頃
ま
で
は
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(M)

曾
餌
の
臨
安
復
帰
は
、
当
時
尚
書
左
僕
射
と
枢
密
使
を
兼
任
し
て

引
い
た
隙
俊
卿
が
、
金
に
送
る
害
状
の
内
容
を
巡
る
対
立
が
原
因
で
辞

安
任
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
(
「
宋
史
全
文
』
巻
二
五

官
上
/
三
七
(
『
四
庫
全
書
』
版
、
以
下
同
じ
)
)
。
陳
俊
卿
は
、
乾
道
四

近
年
の
龍
大
淵
死
亡
後
、
曾
販
の
臨
安
復
帰
を
望
ん
だ
孝
宗
に
対
し
て

刊
反
対
の
意
向
を
示
し
、
こ
れ
を
断
念
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
『
宋
史
』

皇
巻
三
八
三
陳
俊
卿
伝
)
。

称
(
お
)
『
宋
史
』
巻
三
八
五
輿
茂
良
伝
で
は
、
直
省
官
頁
光
祖
と
す
る
。

家
(
凶
)
『
宋
史
』
巻
三
六
四
韓
世
忠
伝
、
『
宋
会
要
』
食
貨
五
六

l
五
八
i
六

阜
市

O

金
戸
部
度
支
。

南
(
げ
)
淳
照
一
一
(
一
一
七
五
)
年
九
月
、
当
時
の
右
丞
相
楽
衡
が
そ
の
地
位

を
去
っ
た
が
、
孝
宗
は
新
た
な
丞
相
を
任
命
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
参
知

政
事
に
丞
相
職
を
代
行
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
丞
相
不
在
期
は
、
同
五
年
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三
月
、
史
浩
が
右
丞
相
に
再
任
さ
れ
る
ま
で
約
三
十
ヶ
月
続
く
。

(
児
)
大
槌
儀
式
の
持
つ
パ
レ
ー
ド
と
し
て
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、

梅
原
郁
「
皇
帝
・
祭
杷
・
園
都
」
(
中
村
雄
二
郎
編
『
歴
史
の
な
か
の

都
市

1
1
i
続
都
市
の
社
会
史
!
l
l
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六

所
収
)
参
照
。
な
お
、
大
槌
五
使
に
宰
執
・
侍
従
ク
ラ
ス
以
外
の
者
が

就
く
例
と
し
て
は
、
曾
般
の
ほ
か
に
孝
宗
朝
の
嗣
秀
王
伯
圭
(
孝
宗
実

兄
)
、
寧
宗
朝
の
韓
侃
胃
が
い
る
。

(
川
口
)
例
え
ば
、
太
宗
の
晋
王
時
代
の
旧
僚
、
楊
守
一
、
趨
銭
(
『
宋
史
』
巻

二
六
八
)
、
陳
従
信
(
岡
、
巻
二
七
六
)
な
ど
。
太
宗
「
落
邸
旧
僚
」
の

動
向
に
つ
い
て
は
、
見
城
光
威
「
宋
初
の
三
司
に
つ
い
て
|
|
宋
初

政
権
の
一
側
面
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
八
六
、
二

O
O
一
)
参
照
。

(
初
)
真
宗
大
中
祥
符
七
年
十
一
月
突
未
に
、
枢
密
副
承
旨
張
質
が
都
承

旨
に
昇
格
し
た
の
が
管
見
の
限
り
最
初
の
事
例
で
あ
る
(
『
長
編
』
巻

八
三
/
二
ニ
)
。
た
だ
し
真
宗
朝
に
あ
っ
て
は
、
真
宗
の
「
潜
邸
旧
僚
」

が
就
任
す
る
事
例
も
見
ら
れ
、
祥
符
七
年
段
階
で
吏
人
昇
格
の
形
態

が
常
態
化
し
た
と
は
言
え
な
い
ロ

(
幻
)
『
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
一

O
「
植
密
院
厨
官
」
。
南
宋
中
興
直
後
は
、

建
炎
元
(
一
一
二
七
)
年
六
月
に
設
置
さ
れ
た
御
営
司
が
軍
政
を
掌

り
、
枢
密
院
は
実
質
的
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(
『
要
録
』
巻
三
二
建
炎
四
年
四
月
乙
酉
の
傑
、
同
巻
三
四
同
年
六

月
甲
午
の
傑
)
。

(
幻
)
梅
原
郁
氏
は
「
唐
か
ら
五
代
の
使
職
下
の
吏
人
か
ら
出
発
し
、
『
清

望
』
の
官
に
上
昇
し
た
枢
密
都
承
旨
は
ま
こ
と
に
珍
ら
し
い
官
職
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
(
梅
原
『
宋
代
官
僚
制
度
研

究
」
第
六
章
「
宋
代
背
吏
制
の
概
観
」

P
5
3
8
1
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(
幻
)
『
宋
史
』
巻
四
七

O
倭
幸
伝
に
あ
る
張
説
の
本
伝
、
『
要
録
』
巻
一
四

六
紹
興
一
二
年
七
月
己
亥
の
僚
を
参
照
。
ま
た
張
公
裕
に
つ
い
て

は
『
要
録
』
巻
六
五
紹
興
三
年
五
月
戊
午
の
傑
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。

(M)

徐
畠
は
、
孝
宗
即
位
当
初
は
ま
だ
都
承
旨
職
に
あ
っ
た
(
『
宋
会
要
』

躍
四
九
二
六
尊
披
紹
興
三
二
年
六
月
十
一
日
の
保
)
。

(
お
)
張
説
が
都
承
旨
に
昇
格
し
た
翌
年
に
は
、

(
乾
道
二
年
)
八
月
十
七
日
、
詔
、
今
後
過
垂
扶
殿
坐
自
分
、
植

密
都
・
副
承
旨
起
居
誌
、
合
赴
柔
殿
侍
立
。
如
有
執
職
事
、
許
令

上
殿
奏
事
。
(
『
宋
会
要
』
儀
制
六
|
二
六
群
臣
奏
事
)

と
あ
る
よ
う
に
、
垂
扶
殿
起
居
終
了
後
の
侍
立
が
義
務
化
さ
れ
、
ま
た

枢
密
院
に
か
か
わ
る
職
務
の
必
要
が
あ
れ
ば
上
殿
奏
事
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
乾
道
七
(
一
一
七
一
)
年
三
月
に
張
説
が
簸
書
枢
密
院

事
に
昇
格
し
て
か
ら
、
玉
井
の
都
承
旨
就
任
が
確
認
さ
れ
る
淳
照
元

年
ま
で
の
約
三
年
間
に
葉
衡
、
徐
本
中
と
二
人
の
文
臣
官
僚
が
都
承

旨
職
を
占
め
る
(
表
一
参
照
)
が
、
葉
・
徐
は
曾
閣
と
の
結
び
付
き
が

指
摘
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
高
宗
朝
へ
の
回
帰
と
は
一
吉
い
難
い
。

(
お
)
後
世
の
編
纂
で
は
あ
る
が
、
清
・
皐
況
撰
『
続
資
治
通
鑑
』
は
、
乾

道
元
年
正
月
丁
卯
の
候
に
「
玉
村
、
金
に
使
す
る
に
傍
有
る
を
以
て
、

五
官
を
加
ふ
。
井
、
是
よ
り
帝
に
知
ら
る
」
と
記
す
(
巻
一
三
九
)
。

(
幻
)
三
街
官
兵
の
選
抜
、
刑
湖
・
喪
陽
方
面
に
お
け
る
軍
馬
の
査
関
、
金

朝
使
者
へ
の
曾
慶
節
儀
礼
形
式
の
伝
達
な
ど
を
行
っ
て
い
る
(
『
宋

史
』
巻
三
四
孝
宗
本
紀
二
乾
道
六
年
三
月
丁
巳
、
同
七
年
五
月
、

十
月
壬
成
の
各
線
)
。

(
お
)
劉
光
祖
の
手
に
な
る
趨
汝
愚
の
墓
誌
銘
に
拠
れ
ば
、

曾
北
使
貌
正
吉
・
滞
梅
衆
J

草山
L

旦
、
要
人
主
起
受
書
如
萄
儀
。
孝

宗
難
之
、
朝
見
改
別
目
。
〔
鵡
汝
愚
〕
翠
具
奏
回
、

(
!
l
l
中
略

|
|
)
奏
入
、
〔
王
〕
弥
己
先
許
使
人
明
日
用
嘗
儀
見
失
。
明
日
、

公
(
越
汝
愚
)
侍
殿
上
、
孝
宗
数
日
公
意
極
悔
之
。
北
使
去
、
公

蛮
請
封
、
遂
出
芥
外
、
朝
野
栴
慶
。

(
『
宋
代
萄
文
輯
存
』
巻
七
一
劉
光
祖
「
宋
丞
相
忠
定
越
公
墓
誌
銘
」
)

と
あ
り
、
孝
宗
が
難
色
を
示
し
た
、
起
立
に
よ
る
図
書
受
け
取
り
要
求

を
主
件
が
金
側
に
認
め
た
こ
と
を
罷
免
の
原
因
と
す
る
。

(
却
)
当
時
の
枢
密
院
執
政
官
は
、
右
丞
相
兼
枢
密
使
王
准
(
淳
照
八
年
八

月
1
九
年
九
月
)
、
同
知
枢
密
院
事
兼
参
知
政
事
謝
廓
然
(
淳
照
八
年

八
月
i
九
年
六
月
(
致
仕
)
)
。

(
初
)
劉
光
祖
「
宋
丞
相
忠
定
組
公
墓
誌
銘
」
参
照
。

(
出
)
北
宋
期
、
各
安
撫
路
の
属
下
に
配
さ
れ
た
走
馬
承
受
に
つ
い
て
は
、

佐
伯
富
「
宋
代
走
馬
承
受
の
研
究
」
(
東
方
学
報
(
京
都
)
一
回
、
一

九
四
四
。
の
ち
『
中
国
史
研
究
ニ
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
九
所
収
)

参
照
。

(
犯
)
『
宋
史
』
巻
一
六
一
「
門
下
省
」
の
記
事
を
参
照
。

(
お
)
諸
軍
承
受
は
、
高
宗
紹
興
三

O
(
一一占ハ

O
)
年
十
月
に
一
旦
廃
止

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
代
替
手
段
は
、
在
外
諸
寧
は
通
進
司
を
通
じ

た
上
進
、
三
街
は
上
殿
に
よ
る
上
奏
で
あ
っ
た
(
『
宋
会
要
」
職
官
二

三
ニ

1
三
三
通
進
司
)
。

(
川
品
)
『
長
編
」
に
載
せ
る

&
認
、
凡
指
揮
唱
理
事
更
不
送
門
下
省
液
奏
。

h

詔
、
福
密
院
、
自
今
臆
被
御
賢
批
旨
、
別
無
裏
議
事
理
、
即
送
門

下
省
鍛
覆
、
本
院
更
不
覆
奏
。

の
二
つ
の
詔
(
「
長
編
』
巻
三
二
九
/
一
六

元
豊
五
年
九
月
乙
酉
の



保
)
か
ら
考
え
れ
ば
、
辺
防
事
案
だ
け
は
門
下
省
へ
の
送
付
を
必
要
と

し
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
当
該
詔
の
発
布
時
期
は
各
史
料
の
記
載
が
異
な
っ
て
い
る
。
本
文

引
用
の
『
朝
野
雑
記
』
や
『
朱
会
要
』
が
乾
道
元
年
十
二
月
と
す
る
(
「
宋

会
要
』
職
官
三
二

O
中
書
舎
人
院
乾
道
元
年
十
二
月
三
十
日

の
傑
)
の
に
対
し
、
「
宋
史
全
文
』
は
翌
二
年
十
二
月
丁
酉
に
記
事
を

繋
け
る
(
『
宋
史
全
文
』
巻
二
四
下
/
二
九
三
『
宋
史
』
洪
湛
伝
も
同

じ
上
言
を
載
せ
る
が
、
『
宋
史
全
文
』
が
上
言
者
を
「
起
居
舎
人
洪
遇
」

と
す
る
の
に
対
し
、
「
宋
史
』
は
中
書
舎
人
兼
侍
読
・
直
学
士
院
(
乾

道
三
年
七
月
に
拝
命
)
と
し
て
洪
遡
の
上
言
が
行
わ
れ
た
と
す
る

(
『
宋
史
』
巻
三
七
三
洪
逝
伝
、
『
宋
中
興
学
士
院
題
名
』
第
五
葉
)
。
上

言
者
は
洪
惑
で
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
上
一
吉
や
詔
発
布

の
時
期
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
「
乾
道
初
」
と
し
た
。

め
(
お
)
註
(
日
)
参
照
。

安
(
幻
)
「
中
興
東
宮
官
寮
題
名
」
第
一
三
葉
及
び
『
南
宋
館
閣
続
録
』
巻
七

官
に
載
せ
る
趨
汝
愚
の
項
、
劉
光
祖
「
越
公
墓
誌
銘
」
を
参
照
し
た
。

近
(
お
)
宋
代
に
入
る
と
実
職
官
と
し
て
の
(
門
下
)
侍
中
は
置
か
れ
ず
、
特

聞
に
元
豊
官
制
以
降
は
、
尚
書
左
僕
射
兼
門
下
侍
郎
が
門
下
省
内
に
お

皇
げ
る
事
実
上
の
最
高
位
で
あ
っ
た
(
『
宋
史
』
巻
二
ハ
一
門
下
省
三

和
し
か
し
、
建
炎
一
ニ
年
四
月
、
尚
書
左
・
右
僕
射
は
門
下
侍
郎
・
中
書
侍

涼
郎
の
兼
任
を
止
め
同
中
書
門
下
平
章
事
を
帯
職
す
る
こ
と
と
な
っ

来
た
。
ま
た
、
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
も
参
知
政
事
に
改
称
さ
れ
た
(
『
要

南
録
』
巻
二
二
建
炎
三
年
四
月
庚
申
の
係
、
『
宋
会
要
』
職
官
一
四

七
三
省
建
炎
三
年
四
月
十
三
日
の
傑
)
。

(
羽
)
汝
愚
が
「
超
汝
愚
b
」
中
、
『
国
朝
会
要
』
か
ら
引
用
し
た
記
事
は
、
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(
神
宗
元
盛
五
年
)
十
二
月
二
日
、
詔
、
「
門
下
省
、
凡
中
書
省
・

枢
密
院
文
字
臆
覆
駁
者
、
若
事
館
梢
大
、
入
拡
論
列
、
事
小
、
即

於
鰍
朕
内
改
正
行
下
。
若
事
不
至
大
、
雄
不
足
論
列
、
而
其
閤
曲

折
、
難
於
紋
扶
内
改
正
者
、
即
具
進
呈
、
以
臆
改
正
事
、
送
中
書
・

極
密
院
取
旨
。
」
(
『
宋
会
要
』
職
官
一
二
二
三
省
)

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
汝
愚
は
、
給
事
中
が
希
望
す
れ
ば
、
封
駁
で
き

る
根
拠
と
し
て
「
元
豊
」
を
持
ち
出
す
が
、
廃
止
さ
れ
た
門
下
侍
郎
を

復
活
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
。

(
刊
)
乾
道
九
年
指
揮
が
出
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
梁
天
錫
氏
は
金
と
の

和
平
長
期
化
を
挙
げ
る
(
梁
『
宋
枢
密
院
制
度
』
「
関
係
与
得
失
篇
」
繁

明
文
化
事
業
公
司
、
一
九
八
ご
。
だ
が
当
時
の
史
料
を
見
る
と
、
乾

道
六
年
、
金
に
対
し
て
外
交
儀
礼
変
更
と
河
南
陵
寝
地
返
還
を
求
め

る
姿
勢
が
南
宋
政
界
内
で
優
勢
と
な
り
、
反
対
派
の
左
僕
射
陳
俊
卿

や
吏
部
侍
郎
陳
良
祐
が
罷
め
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
(
『
宋

史
』
巻
三
四
乾
道
六
年
五
月
己
巳
、
間
五
月
辛
卯
の
各
燦
)
。
さ
ら

に
乾
道
九
年
十
月
に
は
対
金
宥
和
派
の
右
丞
相
梁
克
家
が
同
知
枢
密

院
事
張
説
と
の
対
立
か
ら
辞
任
、
二
週
間
後
に
は
孝
宗
が
四
川
宣
撫

使
虞
允
文
に
辺
防
命
令
を
出
し
て
い
る
(
岡
、
乾
道
九
年
十
月
辛
未
、

丁
亥
の
各
保
)
。
こ
れ
ら
に
従
え
ば
、
十
一
月
に
出
さ
れ
た
乾
道
九
年

の
指
揮
は
む
し
ろ
宋
朝
内
に
お
げ
る
対
金
姿
勢
強
硬
化
の
反
映
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
劉
光
祖
「
超
公
墓
誌
銘
」
で
は
、

至
張
説
往
西
府
、
託
吾
一
口
泡
機
・
軍
政
不
宜
世
於
外
。
由
是
密
院
事

閥
送
銀
豊
司
者
百
無
一
二
。

と
あ
り
、
乾
道
九
年
指
揮
は
張
説
の
上
言
か
ら
来
て
い
る
と
す
る
。
な

お
、
宋
朝
内
の
対
金
強
硬
姿
勢
は
、
淳
照
=
一
(
一
一
七
六
)
年
、
左
司
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諌
湯
邦
彦
が
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
際
の
失
敗
に
よ
り
消
滅
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
「
宋
史
全
文
』
は
「
是
れ
よ
り
河
南
の
議
始
め
て
息

み
、
復
た
び
は
泥
使
を
遺
ら
ず
」
(
巻
二
六
上
/
三
二
)
と
記
す
。

(
任
)
『
宋
会
要
』
職
官
一
ー
=
一
八

1
三
九
に
載
せ
る
王
舗
の
上
言
に
拠

れ
ば
、
神
宗
元
堂
六
(
一

O
八
一
ニ
)
年
上
半
期
(
一
月

1
六
月
)
当
時
、

録
白
を
枢
密
院
か
ら
門
下
省
兵
房
に
送
っ
た
の
が
一
七
三

O
件
、
「
急

速
」
案
件
と
し
て
関
子
を
用
い
報
告
す
る
に
と
ど
め
、
文
書
が
門
下
省

に
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
わ
ず
か
二
件
だ
っ
た
の
に
対
し
、
約
四

十
年
後
の
宣
和
四
(
一
一
二
二
)
年
上
半
期
で
は
、
録
白
使
用
三
七
七

件
、
「
急
速
」
四
八
九
件
へ
と
変
化
す
る
。
門
下
省
に
送
ら
れ
な
い
案

件
が
送
付
分
を
既
に
上
回
っ
て
い
る
が
、
主
献
は
関
子
す
ら
使
わ
ず

に
済
む
「
機
速
」
案
件
を
数
に
合
め
て
い
な
い
の
で
、
実
際
の
送
付
比

率
は
さ
ら
に
低
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
但
し
「
急
速
」
「
機
速
」

に
対
応
す
る
事
案
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
は
確
認
で
き
な
い
。
ま

た
、
宣
和
四
年
に
見
え
る
状
況
が
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
た
か
も
磁
定

で
き
な
い
。
た
だ
政
和
六
(
一
一
一
占
ハ
)
年
に
は
官
官
宜
買
が
権
簸
書

枢
密
院
事
河
西
・
北
面
房
事
に
任
命
さ
れ
、
翌
七
年
に
は
権
領
枢
密
院

事
と
し
て
軍
政
の
最
高
貴
任
者
と
な
る
(
「
宋
史
』
巻
一
六
二
桶
蜜

院
)
。
堂
貫
の
枢
密
院
掌
握
期
に
門
下
省
へ
の
送
付
を
経
ず
に
施
行
さ

れ
る
案
件
が
増
加
し
て
い
た
な
ら
ば
、
買
の
権
力
基
盤
の
一
つ
と
し

て
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

(
必
)
傍
線
①
②
の
事
実
上
の
提
言
者
で
あ
る
越
汝
愚
は
、
「
趨
汝
愚

a
」
の
中
で
、

至
於
承
旨
一
司
、
比
来
椴
任
甚
重
。
解
絃
易
轍
、
質
在
此
時
、
選

任
之
問
、
尤
宜
詳
審
。
歴
考
累
朝
故
事
、
蓋
許
文
武
並
用
。

と
述
べ
て
、
都
承
旨
職
の
文
武
併
用
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
上
言
一
同

は
、
①
②
③
の
三
点
が
汝
愚
の
中
で
は
、
連
関
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
と
と
を
推
測
さ
せ
る
。

(
必
)
林
栗
は
上
雷
同
当
時
、
屯
田
員
外
郎
・
皇
子
恭
王
府
直
講
で
あ
っ
た

(
「
宋
史
』
巻
=
一
九
四
林
栗
伝
)
。
『
中
興
東
宮
官
寮
題
名
』
に
よ
れ
ば
、

恭
王
府
直
諮
と
な
る
の
は
紹
興
三
一
一
(
一
一
六
二
)
年
で
あ
り
、
乾
道

四
(
一
一
六
八
)
年
七
月
ま
で
こ
の
職
に
就
い
て
い
た
。

{
叫
)
後
に
朱
蕪
は
、
寧
宗
紹
照
五
(
一
一
九
四
)
年
末
に
提
出
し
た
街
子

|
|
こ
れ
が
侍
講
罷
免
の
原
因
と
な
る
!
ー
ー
の
中
で
、
宰
執
・
台
諌

人
事
が
寧
宗
の
「
独
断
」
に
よ
り
執
り
行
わ
れ
、
宰
執
・
給
舎
(
給
事

中
・
中
書
舎
人
)
が
関
与
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後

の
災
い
を
招
く
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
「
蓋
し
降
興
よ
り
以
来
、
己

に
此
の
失
あ
り
」
と
記
し
、
孝
宗
即
位
直
後
か
ら
皇
帝
「
独
断
」
に
よ

り
公
識
が
尽
く
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
(
『
朱
文
公
文
集
』

巻
一
四
「
経
姪
留
身
面
陳
四
事
衝
子
」
)
。
朱
莱
は
、
こ
の
よ
う
に
皇
帝

「
独
断
」
と
い
う
観
点
か
ら
隆
興
(
孝
宗
)
l紹
照
末
(
寧
宗
)
の
連

続
性
を
示
唆
す
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
皐
帝
の
判
断
が
理
に
適
う
か

否
か
で
は
な
く
、
宰
相
以
下
の
官
僚
機
械
の
意
向
を
無
視
し
て
政

策
・
人
事
を
処
理
す
る
こ
と
が
「
独
断
」
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
林
栗
と
の
類
似
点
を
見
出
せ
る
。
政

治
的
に
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
間
柄
と
は
言
え
な
い
林
栗
と
朱
烹
の

意
見
が
、
上
言
時
期
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
類
似
し
て
い
る
の

は
、
当
時
の
士
大
夫
官
僚
の
中
に
、
皇
帝
「
独
断
」
を
否
定
す
る
考
え

方
が
一
定
の
割
合
で
存
在
し
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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表 = r淵・朗・説・件之徒J(龍大淵・曾悶・張説・王制ド)関連略年表

納拠 32(1162) 6丙子山岳太子建玉川l位 三代孝支持 |右割自民一人夫劉皮 (3/26知kll*府)

氏民{同友武人，;:Ii;1ftl大淵似治則初氷旨 拙可|殿qljo柵火胡祈 (5/18沼舶

隆興元(1163) 3m子聞似街削仰承旨n，大洲 知則リJW~ーイ中山舎人認成 (3/11知紹興府)

市御硲械曾限同知関門部 |給ヰ吋T 金安節 (8/5兵部侍郎)

丁米 (11i)ftU大淵別の~ìtiを与えられる 1M必大 (3/28g観)

曾餌都御船械

市民間船大淵知開門*

曾烈 同知I悶円1JI<<--一一一一一一一一一給市中周必大 閥抗

一→中止 隆 興初 設脱 知四 リIJI;I長総槍川部承旨

8.3 r新除JI区御院編修官学河儲免 | 

焚未聞仰大淵知!関門1jI<E--一一一一一一一一-J!'t!F舎人銭附材 | 
，~行 l曾間 同知i悶門1JI 抑t~ljI中陳之淵 | 

(共に幹ffl.!i1減司を兼任) I 
<<iJ1!元 (1165)11平未加犬訓 別 融 派 遣 乾辺元 (1165)5.27 ↓ 

位泊 3 (1167) 2突商

2~成

松沼4 (1168) 6学丑

乾道 5 (1169) 7乙丑

結道 6 {lI7(1) 2m戊

3丁巳

11乙未

乾:ill7 (1171) 3己卯

3JJZ子

4成'1'

乾迎8 (1172) 2突丑

松治 9 (1173) 正乙亥

10甲子

'"隈元 (uW[2.21 

8己米

9乙商

i'J隈 3 (ll76) 

"照4 (1177) 4乙亥

掠照 5 (1178) 10 

務関 6 (1179) 

i"J.照 7 (1180) 

路間 9 (1l82)正焚未

"照 11(1184) 

禅問 15(1188) 

ntl大淵江ll!路削総管ほ1!11i附駐筒)

曾限 別院回路刷総管(和 11主主釘)
ntl大淵新潟飴削総符(切 'Wtt劉)~ = r中外快之j

!'1m 制述賂刷総管(脅制4駐劉)J 

飽大淵死亡

後説 知朗リ引当医枢草野剖承貯

q:記官則を行在に召そうとする 翁執隙俊卿田氏允文反宛

一一→曾自民 新潟路刷版d
曾限制州似続使

玉村知開門m
曾爾提挙佑神観(在京宮線)

知別 J 司I~~継続初承白張説筏仰}枢It淀'"一一一一歩同知似槍院 111劉3比辞して押さず
ι f尚白左司Jl外郎jH守秘狼拭

仮説 脚 附 臨 批川股中侍仰史学盛会

曾飢1.{WllC示丘使 Uド担?舎人潜成大

知関門司1玉村ト l~.湖南路派逃

"説(安鹿市節支使) 鍍昨似硲院lJI.
自民説 院知相正常院事

右丞栂梁}'~家 "説と合わず 自らの解任を求める

一一→学米機克求矧辿断府

玉村知開門前端lI<後部承白】

同知何区密~IJP*a説提挙臨!Rl!(1玉攻飢

t1tu 阪府俗同三司

大間 曾限柿泊耐過使

侍釘史今J街 (宮悦)

右1E1J玉給呂〔官観)

illlllHさ郎兼自学土院司必大

t1l!給'"中"桝

参知政之Ji拠茂良 曾則の従隣が迫を附げなかったことを羽山に鞭打つ

一一→ 6丁丑製茂民地免

皆宇佐郎胡脅厄知漢州

大白 骨 限 橋 巡 航 組 依

曾飢ー張説死亡、朱寮「康子庖紹封事J
卜量保

安白羽門事発事招密都承旨王芥 罷免モ一一一一一一一一一縦奥部情郎衆太子右l伝子組汝倒

一一→布外1;{観以後文医をもって祖承日とす

五件死亡

朱蕪「戊申封事」




